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1 調査概要 

 

1 調査概要 

1.1 調査の背景及び目的 
エチオピア国は、「アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査」の一環として、将

来的に無償資金協力及び技術協力プロジェクトによる支援を行う候補となっているエチ

オピア国（アジスアベバ、バハルダール及びハワサ）に対して、コンサルタント団員が

現地に赴き実施したものである。無償資金協力に関しては、廃棄物収集車両（コンパク

ター等）や最終処分場の適正運営のための重機（バックホー、ブルドーザー等）といっ

た機材供与案件の形成に留意した。 

1.2 調査の対象及び方法 

1.2.1 調査対象都市 

調査対象都市は以下のとおり。 

表 1：調査対象国及び都市 

対象国 対象都市 
エチオピア国： アジスアベバ、バハルダール及びハワサ 

 

1.2.2 調査方法 

 調査開始当初、対象都市において具体的な案件候補がなかったことから、まずは廃棄

物管理の現状を網羅的に調査して協力案件候補のリストアップを行った。今後は、それ

ら案件の中から有望案件を抽出し、更なる調査および案件形成を行う。 

 

調査計画の
策定

•対象都市における案件の見込みをJICA本部及び事務所に聴取。

•既存資料のレビュー

•質問票の作成

•現地調査計画の策定

現地調査の
実施

•現地関連機関での聞き取り調査及び資料収集

•廃棄物関連施設の踏査

調査結果の
取りまとめ、

分析

•現地調査結果の取りまとめ及び収集資料のレビュー

•廃棄物管理課題の明確化

•協力案件候補リスト（Long List）の作成

•有望協力案件（Short List）の絞り込み

案件形成

•有望協力案件に係る詳細調査

•協力スキームの検討

•先方政府との協議
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1.2.3 調査行程 

a. アジスアベバ 

2017年10月28日～11月12日の工程でエチオピア国アジスアベバ市での現地調査を実施

した。詳細行程は下表に示す。 

No. 月日 曜日 時刻 訪問先等 

1 10/28 土   成田発 

2 10/29 日   アジスアベバ着 

3 10/30 月 9:00 JICA エチオピア事務所 
      10:30 都市開発・住宅・建設省 

      13:30 アジスアベバ市リサイクル・処分プロジェクトオフィス 

      15:00 アジスアベバ市清掃局 

4 10/31 火 9:00 Reppi 処分場 
        Reppi 焼却炉 
      13:30 E-Waste 

5 11/1 水 9:00 環境・森林・気候変動省 

      10:30 保健省 

      15:30 エチオピア標準局 

6 11/2 木 9:00 フランス開発庁 

      10:30 フランス協力室 

      12:00 JICA テレビ会議（住民啓発） 
7 11/3 金 9:00 UN-Habitat 
      10:30 エチオピア電力公社 

      13:30 エチオピア水技術研究所 

8 11/4 土   情報整理 

9 11/5 日   情報整理 

10 11/6 月 9:00 Sandafa Landfill 
11 11/7 火 9:00 中継基地 

      11:30 アジスアベバ市リサイクル・処分プロジェクトオフィス 

12 11/8 水 9:00 アジスアベバ市リサイクル・処分プロジェクトオフィス 

      11:00 Micro Enterprises 
      14:00 GIRMA Consultant 
      14:30 JICA Office 

13 11/9 木 10:30 Ripple Ethiopia NGO 
      14:00 日本大使館 

14 11/10 金 8:30 世界銀行 

      10:00 JICA Office 
15 11/11 土   アジスアベバ発 

16 11/12 日   成田着 

 

b. バハルダール及びハワサ 

 2018年1月14日～1月27日の工程でエチオピア国ハワサ及びバハルダールで現地調査を

実施した。詳細行程を下表に示す。 

No. 月日 曜日 時刻 訪問先等 

1 1/14 日   成田発 

2 1/15 月   アジスアベバ着 

      14:00 JICA Ethiopia Office 

3 1/16 火 

08:05 
13:30 
17:00 

移動（アジスアベバ→ハワサ） 

ハワサ市 市民サービス部  
ハワサ市 市長室 
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 1.2 調査の対象及び方法 

No. 月日 曜日 時刻 訪問先等 

4 1/17 水 

09:00 
10:00 
11:00 

ハワサ市 環境保護局 
ハワサ大学 
踏査 
  - Diapora Waste Disposal Site 
  - Compost Plant 
  - Recycling Center 
  - Workshop/Garage 
  - New Sanitary Landfill Site  

5 1/18 木 

09:00 
09:45 
10:10  

 
 

14:00 

ハワサ市 環境保護局 
ハワサ工業団地 
踏査 
   - Hawassa Industrial Park  
   - Planned Transfer Station Site 
ハワサ市 市民サービス部 

6 1/19 金   情報整理 

7 1/20 土   情報整理 

8 1/21 日 
09:55 
11:45 

移動（ハワサ→アジスアベバ） 
移動（アジスアベバ→バハルダール） 

9 1/22 月 
09:00 

14:20 - 
バハルダール市 市長室 

バハルダール市 環境保護・衛生・美化課 

10 1/23 火 

09:30 
11:45 

バハルダール市 インフラ開発局 
バハルダール大学 
踏査 
  - Sebatamit Waste Disposal Site 
  - Workshop/Garage 
  - Compost Plant 
  - Micro Enterprises 

11 1/24 水 

09:00 
 

10:30 
 

11:30  

BDCA - Environmental Protection, Sanitation & 
Beautification Office 
[Site Visit] 
 - Private Garage Sisig 
State Urban Development, Housing & Construction 

12 1/25 木 
AM 

18:20 
情報整理 
移動（バハルダール→アジスアベバ） 

13 1/26 金 

09:00 
10:30 
14:00 

UN-Habitat 
都市開発・住宅・建設省 
JICA Ethiopia Office 

        アジスアベバ発 

14 1/27 土   成田着 

 

1.2.4 調査関係者 

JICA エチオピア国事務所 
 松山 剛士 次長 
 宗像  所員 
 Eyassu GUTA 所員 
エックス都市研究所 
 森 郁夫 
 長安美恵 

1.2.5 面談者 

【中央政府】 
都市開発・住宅・建設省（MoUDHC） 

Getachew Shiteraw, Senior Sanitary Engineer 
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Alemenew Getu, Senior GIS Expert in Sanitation Office 

環境・森林・気候変動省（MoEFCC） 
Mehari Wondimagegls, Director of Development Institution Environmental Compliance 
Monitoring and Regulating 

保健省（MoH） 
Dagnew Tadesse, Director of Hygiene and Environment Health Dept. 

エチオピア電力公社（EEP） 
Bilchaye Abay, Reppie Project Manager 

エチオピア標準局（ESA） 
Endale Mekonnen, Director General 
Yilma, Director of Standards Development Directorate 

エチオピア水技術機構（EWTI） 
Zewdu Seifu Assefa, Water Technology Education & Training Directorate Director 
Daniel Diriba, Trainer of Water Technology Education & Training Directorate 

【アディスアベバ】 
リサイクル処分プロジェクトオフィス (AASWRDPO) 

 Takele Desisa, Acting General Manager 
 Kassahun Tsegaye 
 Agernesh Desalen 
清掃局 (AACMA) 

Massreshaw Assnakew, Core Manager 
フランス協力室 (EFC) 

Yalemtsega Teruneh, Office Manager 
【ハワサ】 

市民サービス部（Municipal Service Delivery Core Processing） 
Ourge Alemu, Coordinator 

環境保護局（Environmental Protection Core Process） 
Desalegn Alemayehu, Coordinator 

Hawassa University 
 Mulugeta Belete, Institute of Technology 

Hawassa Industrial Park 
 Belante Tebikew, HIP O&M Officer 
【バハルダール】 
市長室（Bahir Dar City Administration） 

Addisu Begashaw, Civil Engineer 
環境保護、衛生、美化課 

Dawit Yenew, Head 
アムハラ州都市開発・住宅局 

Mr. Sualih Abu 
Bahir Dar University 

Ayalew Wonde, Professor in Department of Biology 
【ドナー等】 
フランス開発庁 (AFD) 

 Shayan Kassim, Project Manager Ethiopia-Sudan-South Sudan 
UN-Habitat (UNH) 

Aklilu, Habitat Programme Manager 
Linda Zardo, International Consultant Urban Planning and Environment 

World Bank 
Gulilat Bithone Eshefu, WASH Specialist 

RIPPLE (Research Inspired Policy, Practice and Learning) 
 Takele Kassa, Research Manager of Ethiopia Catholic Church 

在エチオピア国日本国大使館 
Keiichiro Ichikawa, Second Secretary, Economic Cooperation Division 
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2 調査結果 

2.1 エチオピア国の概況 
エチオピア国の概況を下表に示す。 

表 2：エチオピア国の概況 

一般事情 
 

1 面積 109.7万平方キロメートル（日本の約3倍） 
2 人口 約9,939万人（2015年：世銀）、人口増加率2.5％（2014年：世銀） 
3 首都 アジスアベバ 
4 民族 オロモ族、アムハラ族、ティグライ族等約80の民族 
5 言語 アムハラ語、英語 
6 宗教 キリスト教、イスラム教他 
政治体制・内政 

 
1 政体 連邦共和制 

2 元首 
ムラトゥ・テショメ・ウィルトゥ 大統領 
（Dr. Mulatu Teshome Wirtu）（2013年10月就任、任期6年） 

3 議会 二院制（人民代表議会〔下院〕と連邦議会〔上院〕） 
経済（単位 米ドル） 

 
1 主要産業 

農業（穀物、豆類、コーヒー、油糧種子、綿、サトウキビ、ジャガイモ、チャ

ット〈エチオピア原産の常緑広葉樹〉、花卉、皮革〈牛、羊、山羊〉） 
2 GNI 615億米ドル（2015年:世銀） 
3 一人当たりGNI 619米ドル（2015年:世銀） 
4 経済（GDP）成長

率 
8.7％（2015年：世銀） 

5 物価上昇率 11.0％（2014年:世銀） 
6 失業率 16.5％（2013年：IMF） 

7 総貿易額（2015） 
（1）輸出 2,935百万米ドル 
（2）輸入 15,870百万米ドル 

8 主要貿易品目 
（1）輸出 コーヒー、チャット、金、革製品、油糧種子 
（2）輸入 石油、石油製品、化学製品、機械類、自動車、穀物・穀類、繊維 

9 主要貿易相手国

（2015） 

（1）輸出 スイス（14.3％）、中国（11.7％）、米国（9.5％）、オランダ（8.8％）、

サウジアラビア（5.9％）、ドイツ（5.7％） 
（2）輸入 中国（20.4％）、米国（9.2％）、サウジアラビア（6.5％）、イン

ド（4.5％） 
10 通貨 ブル（BIRR） 
11 為替レート 1米ドル＝約21ブル（2016年1月現在） 
経済協力 

 

1 日本の援助実績（単

位 億円） 

（1）有償資金協力（2014年度まで、E/Nベース）37.0 
（2）無償資金協力（2014年度まで、E/Nベース）1,132.0 
（3）技術協力実績（2014年度まで、JICAベース）411.4 

2 主要援助国（2012
年 単位：百万ドル） 

（1）米国：732.61、英国：421.74、カナダ：123.38、ドイツ：116.84、日本：

108.67 
経済関係 

 

1 対日貿易 
（ア）貿易額（2015年） 
輸出 152.8億円 
輸入 105.4億円 
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（イ）主要品目 
輸出 自動車、機械類等 
輸入 コーヒー、原皮等 

人間開発 
 

1 人間開発指数

（UNDP） 
0.448（188ヶ国中174位） 

出所：外務省 

2.2 対象都市の位置及び人口 

2.2.1 位置 

エチオピア国は四方を他国に囲まれた内陸国である。首都であるアジスアベバは同国

のほぼ中央（北緯9.0度、東経38.8度）、ハワサはハワサ湖の東岸（北緯7.0度、東経38.5
度）、バハルダールはタナ湖の南岸（北緯11.6度、東経37.4度）に位置する。 

 
出所：外務省にコンサルタントが付記 

図 1: エチオピア国と調査対象都市 

2.2.2 人口 

エチオピア国及び対象都市の人口推移及び将来人口を示す。国全体では2000－2015年
の人口増加率は年間2.7%、2015－2030年は若干鈍化して2.3%が見込まれている。 

一方、アジスアベバの人口増加率は、2000－2015年は2.1%であるが、2015－2030年は

4.0%と急激な人口増が予想されており、2015年の推定人口約3,200千人が、2030年には

6,000千人にも迫る勢いで増加すると見込まれている。 

バハルダール 

ハワサ 
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ハワサについて、同市から入手した資料によると、2010－2015年の人口増加率が3.5％
で国レベルより高めに推移し、2015年の推定人口が357千人となっている。工業団地は

2017年の開業なので、それ以降の人口増加率はさらに高くなると推測される。 

同様に、バハルダールも同市の資料によれば、2010－2020年は6.6%と高い人口増加率

が見込まれており、2015年の人口301千人が5年後の2020年には約40％増の415千人になる

と予想されている。 

表 3: エチオピア国及びアジスアベバ市の人口 

単位：1,000人 
Item 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Ethiopia *1 66,537 76,727 87,703 99 873 112,759 126 121 139,620 
Addis Ababa *2 2,377 2,634 2,919 3,238 3,778 4,698 5,851 
Hawassa *3 - - 304 357 - - - 
Bahir Dar *4 - - 219 301 415 - - 
出所： 
*1 United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, World Population 
Prospects: The 2017 Revision 
*2 United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs,World Urbanization 
Prospects: The 2014 Revision 
*3 Hawassa City Administration, 2009E.C Socio - Economic Profile 
*4 Bahir Dar City Administration, 2010, Integrated Solid Waste Management Plan, Strategic Action Plan 
(Draft) 

2.3 連邦政府レベルでの廃棄物管理 

2.3.1 廃棄物管理に関わる政策 

エチオピアにおいては、中央レベルの廃棄物管理に関する政策及び計画は、ゴール、

目標、方針などが明確に定められている。以下に関連する政策、戦略等について述べる。 

a. エチオピア環境政策（Environmental Policy of Ethiopia） 

1997年に環境・森林・気候変動省（MoEFCC）によって策定され、環境全般について幅

広く取り扱うものである。政策の目的は、自然資源や人工的・文化的な資源及び環境を

適正に管理することによって全てのエチオピア人の健康と生活の質をより良いものに

し、また社会的、経済的な成長を次世代にわたって確保することである。この目的の実

現のために環境保護及び環境開発の両面の可能性を追求することや環境と開発の関係性

について住民の意識を向上することなど9つの項目を挙げている。第3章では10のセクタ

ー別の政策を記述しているが、廃棄物管理という個別の項目はない。廃棄物に関連する

内容は、「3.7 居住、都市環境、環境衛生」においてし尿や家庭ごみの保管場所などを設

けることにより衛生環境を改善することや、収集から安全な処分まで一連のごみ管理の

重要性を認識すること、家庭や商業施設などから出る液体・固形廃棄物をできる限りエ

ネルギーや肥料としてリサイクルすることなどが挙げられている。また「3.8 有害物質の

管理及び産業廃棄物による汚染防止」では、井戸やダムなどの周辺に廃棄物処分場を設

置する際の基準を設けること、廃棄物の処分や公衆衛生・産業衛生についての管理ガイ

ドラインを設け法律によって規制すること、医療系や農業系などの有害廃棄物管理につ

いての全国的な政策とガイドラインを策定することなどが謳われている。  

b. 都市開発政策（Urban Development Policy） 

都市開発政策は、農村地域の経済発展に貢献し、支援するための都市を開発の中心に

することを目的として1991年にMoUDHCにより制定された。 

7



  
2 調査結果  

 

8 

 主な内容は、第1部（都市開発問題と都市開発政策の必要性）の第1.1節、第1.1.1条Dに

示されている。  

• 既存の組織化されたシステムによりインフォーマルなスラム集落から生じる都

市固形および液体廃棄物管理問題に対処する 

• Urban Health Extension Programを通じ、疾病予防メカニズムを確立する必要がある 

• 都市の固体および液体廃棄物を管理するために住民を動員し、官民のパートナー

シップを強化し、汚染の問題を防ぐために廃棄物をリサイクルする必要がある1 

c. 都市固形廃棄物の取扱い・処分にかかる戦略（Urban Solid Waste Handling 
and Disposal Strategy） 

 上述の都市開発政策を実現する手段のひとつとして、2014年にMoUDHCにより策定さ

れた。この戦略のもと、各都市はそれぞれの実情にあった総合的廃棄物管理計画を5年ご

とに策定することとしている。主な戦略ヴィジョンは、以下のとおり。 

1) 都市の能力を構築することにより、迅速かつ確実に固形廃棄物の処理と処分を行

う。 

2) 一般住民と民間部門と公的機関は、コンセンサスを形成することによって、固体

廃棄物処理および処分に関する自らの共同ミッションを実行することができる。 

3) 固体廃棄物の取扱いと処分作業をMSE（Micro and Small Enterprises）による雇用

創出を促進することで実施する。 

4) 固体廃棄物処分場から放出されるガスの取扱いを改善することにより、気候変動

への対処力あるグリーン経済開発ヴィジョンを達成する。 

 また市政の役割として以下のゴールを設定している。 

• ゴール1：都市および地域における本セクターのための有効な組織と完全な法的

枠組みを作成する。 

• ゴール2：都市における統合された固形廃棄物管理およびリーダーシップ・シス

テムを設定し、監督、評価およびフィードバック・システムを強化する。 

• ゴール3：セクターの人材育成を強化し、持続可能で発展的な実施能力を強化す

る。セクターが市民のために雇用を創出する。 

• ゴール4：必要に応じて廃棄物コンテナの配置場所、中継地点および埋立地の境

界が都市計画で適切に区画され、それに沿って適切なサービスが提供されるよう

にする。 

• ゴール5：排出源からの廃棄物の削減、廃棄物の選別および再利用のためのシス

テムを確立する。危険廃棄物の処理および処分システムを確立する。 

• ゴール6：固体廃棄物の処理と処分システムとサービス提供における現代技術の

利用を増やすことにより、固形廃棄物の収集と輸送範囲を拡大する。 

• ゴール7：肯定的な貢献を実現するために、セクターにおける一般市民およびス

テークホルダーの意識と参加を促進し、増加させる。 

• ゴール8：連邦政府から市区町村レベルまで、固体廃棄物情報の登録、交換、利

用システムを統合する。 
                                                        
1 John Snow Inc. , Strengthening Ethiopia’s Urban Health Program (SEUHP) Situational Analysis of 
Urban Sanitation and Waste Management, 2015 
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• ゴール9：固形廃棄物の収入と資金供給が十分で永続的であることを保証する。 

• ゴール10：2024/25までに100万トンの温室効果ガスを削減するために適切な固形

廃棄物処理を拡大する。 

d. 国家総合的都市公衆衛生戦略（National Integrated Urban Sanitation and 
Hygiene Strategy） 

2017年4月に世銀の支援のもと都市衛生の向上を目的に策定された。この戦略は、サー

ビスへのアクセスを拡大し、省庁とセクター間でより統合されたプログラムを推進する

ためのさまざまな措置を概説している。安全な排水の再利用を増加させ、エチオピアが

経済の構造的変革を達成するために開発している新しい産業からの廃棄物の安全なフロ

ー管理を達成する必要性を示している。従来の下水道ネットワークの拡大は戦略の一部

であるが、IUSHSは、衛生上の課題の規模と緊急性には、下水道の拡張だけでなく、包括

的な市街地で手頃な価格のサービスオプションが必要であることを認識している。 

廃棄物管理に関しては、主なゴールを以下のように設定している。 

• 2025年までに中規模および大都市で発生するすべての固形廃棄物の50％を削減、リ

サイクルまたは再利用する。2020年までに20％の中間目標を達成する。 

• 残りの固形廃棄物の100％を、2030年までに2014年のガイドラインに準拠した衛生

埋立処分場で処分する。2025年までに50％の中間目標を達成する。 

• 2025年までにすべての医療施設から医療廃棄物を100％処分することを確実にす

る。2020年までに95％の中間目標を達成する。 

• 生態系、農業、および人間を保護するために、2035年までにあらゆる産業からの液

体および固形廃棄物の安全な処理、再利用または処分を強制する。2025年までにす

べての産業の30％を中間目標とする。2 

e. 第二次成長と移行のための計画（Growth and Transformation, GTP-2）
2016-2020 

2002年9月に財務経済開発省（Ministry of Finance and Economic Development, MoFED）に

より作成された「持続可能な発展と貧困削減プログラム（Sustainable Development and 
Poverty Reduction Programme, SDPRP）」の方針に基づき、中期計画である「貧困を終結

させるための開発促進維持計画（Plan for Accelerated and Sustained Development to End 
Poverty, PASDEP）」が2005年に作成された。PASDEPの目標を明確にし、かつミレニア

ム開発目標（MDGs）の要求に合致させるため、MoFEDは2010年に成長と移行のための

計画（GTP-1, 2011-2015）を作成し、GDP-1成長率の目標7-10%を達成するための各分野

における方針を打ち出した。また2015年にはGTP-1に続く中期計画としてGTP-2を打ちだ

し、その対象年度を2016年から2020年とした。GTP-2においては、廃棄物管理の発展にか

かる明確なゴールを設定し、物理的かつ数値的な計画をうちたてている。 

2.3.2 廃棄物管理に関わる法規制 

エチオピアにおける環境保全は、エチオピア連邦民主共和国憲法（Federal Democratic 
Republic of Ethiopia (FDRE) Constitution, 1994）が根拠となっており、第44条において「全

ての国民は、清潔で健康な環境に住む権利を有する」と記されている。この憲法の目的

と環境保全を実現させるために、いくつかの法律が公布されている。以下に主な廃棄物

管理に関わる法規制について示す。 

                                                        
2 World Bank, Improve Urban and Small Towns Sanitation Services Delivery in Ethiopia: Messages 
and Lessons from Cities, Towns and the National Policy Dialogue, 2017 
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a. 環境保護機関の設立に係る交付（ Environmental Protection Organs 
Establishment Proclamation No.295/2002） 

 同法は、環境開発と環境保護及び規制と監視を目的とし、以下の3つの組織とそれぞれ

の責任について定義している。  

• 連邦環境保護庁（Federal Environmental Protection Authority, FEPA（現MoEFCC））

は、政策、戦略、法、基準の策定を行う。  

• 地域環境保護局（Regional Environmental Protection Agency, REPA）は、9つの州及

び2つの政令都市それぞれに設置され、主に地域レベルの環境保護戦略の策定、

実施、レビューと改正の調整、環境モニタリング、保護、規制及び連邦レベルの

環境基準の実施あるいは、地域レベルの環境基準の設置と実施、環境に関するレ

ポートの作成と連邦環境保護庁への提出を行う。  

• セクター環境ユニット（Sector Environment Units）は、セクターもしくは地域レベ

ルの政府組織内に設置されたユニットであり、法律と環境保護に関する調整とフ

ォローアップを行う。  

b. 公害防止に係る交付（ Environmental Pollution Control Proclamation 
No.300/2002） 

同法は、開発に伴う公害や汚染を未然に防止する、あるいは最小限にとどめることで

環境を守り、また開発の効果を確保することを目的として、有害廃棄物、化学・放射性

物質の管理に係る公害防止、行政の廃棄物管理に係る公害防止、環境基準、環境監視員

の権利と責務、罰則等の要件を定めている。廃棄物関連事項は以下のとおり。  

• Part 1の定義において、有害廃棄物を人間の安全、健康及び環境に対して有害な不

要物と定義づけている。  

• Part 2の公害防止において、有害廃棄物の管理及び一般廃棄物の管理に触れてい

る。有害廃棄物については許認可なしの有害廃棄物の排出や保管、運搬や処理･

処分を禁じており、一般廃棄物については市の組織にごみの回収～運搬～処理・

処分や該当する場合にはリサイクルについて総合的な廃棄物管理を行う責務を

置いている。また、FEPAは必要に応じてREPAと協力のもと廃棄物管理の状況を

監視することなどを定めている。  

• Part 3の環境基準において、FEPAは関係機関と協力のもと大気、水質、土壌、騒

音、悪臭と並んで、廃棄物管理についても廃棄物の種類に応じて排出や保管、運

搬や処理・処分などの基準を定めることを謳っている。  

• Part 5の罰則において、有害廃棄物の取り扱いについて違反した場合の罰金（自然

や法人の別によって2万ETBから10万ETBの範囲）もしくは5年～10年の懲役刑を

定めている。 

 さらに、FEPAは「公害防止に係る交付」を受け、UNIDOの支援のもと、以下のような

いくつかの廃棄物管理にかかるガイドラインを策定している。これらはいずれもWHOや

UNEPなどの国際機関のガイドラインを適用したもので、特にエチオピアの現状に即して

つくられたものではなく、法的拘束力もない。 

b.1 エチオピアの環境基準ガイドライン（Guidelines on Ambient Environmental 
Standards for Ethiopia） 

 同ガイドラインは、2003年に策定されており、大気、水質、土壌、 地下水、騒音につ

いての環境基準のほかに、各物質のリスクの説明や通常適用される分析方法の説明を含

む。  
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b.2 産業廃棄物の取扱いと処分場計画・管理にかかるガイドライン（Guidelines on 
Industrial Waste Handling and Landfill Planning and Management） 

 同ガイドラインにおいては、Part１で、各企業などが産業廃棄物を管理・処理できるよ

う、排出される廃棄物の性状や量の把握から実際の管理にかかわる基準などを定めてい

る。また排水処理についても述べられている。Part２では、廃棄物処分場の計画について

設置場所の選定、処分場の種類や技術基準などについて述べている。  

b.3 総合的公害防止・規制にかかるガイドライン（Guidelines on Integrated 
Pollution Prevention and Control） 

 公害防止に対する総合的なアプローチの確立を謳っている。そのなかで廃棄物管理に

ついては、最終処分に焦点をあてた対処療法的なアプローチから、ごみ量の削減、再利

用などを重視する概念への転換が必要としている。 

c. 環境影響評価に係る交付（EIA Proclamation No. 299/2002） 

同法は、新規開発による環境影響を予測、管理（場合によってはプロジェクトを中止） 
すること、またそのプロセスの透明性を高めることを目的として、スクリーニングや開

発者の責任、報告書に書かれるべき項目や、モニタリング、報告書の公開など環境影響

評価 （Environmental Impact Assessment, EIA）にかかわる全般的な要件が定められている。 

2008年にはこの法律に基づき環境影響評価の対象となるプロジェクトを定める指令 
（Directive No.1/2008 Directive Issued to Determine Projects Subject to Environmental Impact 
Assessment）が発行された。このリストでは鉱山開発やダム建設など22種類のプロジェク

トタイプが指定されており、廃棄物処分場の建設も環境影響評価の対象となる。環境影

響調査を行う場合、調査報告書は法律で一般公開することが定められているが（第15 
条）、調査段階で住民の意見を聞くためのコンサルテーションは義務づけられていない。

調査報告書がEPAの審査にあがってから15日以内で審査される。認可機関は国家レベル及

び複数の地域にまたがるプロジェクトの場合はFEPAであるが、通常は該当する地域にお

いて認可手続きを行うことになっている。 
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図 2: EIA申請プロセス 

出所：FEPA, Environmental Impact Assessment Guideline Document, 2000 
 
d. 固形廃棄物管理に係る交付（Solid Waste Management Proclamation No. 

513/2007） 

 同法は、廃棄物から経済・社会的に有益な資産を創造しつつ、有害な影響を防ぐため

に、廃棄物管理にかかわる全てのレベルにおける廃棄物管理能力の向上を目的として制

定された。主な内容は以下のとおり。 

• Part 2：都市管理組織の責務、廃棄物管理計画、廃棄物の地域間移動といった廃棄

物管理に係る全般的な要件を定めている。 
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• Part 3：ガラスと缶、プラスチックバック、中古タイヤ、食品廃棄物、家庭系ごみ

管理、建設廃棄物といった種類別の廃棄物に関する取り扱いを個別に定めてい

る。 

• Part 4：ごみの運搬、処分場の建設、既存処分場の監査についての要件について規

定。 

• Part 5：法的責任事項及び罰則等について規定 （下記参照）。 

Civil Liability 

1/ The owner of any solid waste disposal site shall, regardless of fault, be liable for any 
damage caused to the environment, human health or property in the course of its 
operation and after its closure. 

2/ Without prejudice to Sub-Article (1) of this Article, exemption from liability shall be 
granted only when verified that it is the victim himself or a third party for whom the 
owner of the solid waste disposal site is not responsible that has caused the damage. 

3/ Any claim for damage under Sub-Article (1) of this Article shall be barred by a period 
of limitation unless brought within two years from the date on which the occurrence of 
the damage was known. 

Penalty 

1/ Without obtaining authorization, a person who implements a solid waste management 
project that requires special permit before its implementation as determined in a directive 
issued by the relevant environmental agency commits an offence and shall be liable 
according to the relevant provision of the Criminal Code. 

2/ The granting of authorization pursuant to the above Sub-Article does not exonerate the 
proponent from liability that emanates due to Gontravention of the requirements, 
specified under the relevant environmental standard. 

3/ Any manufacturer, importer or seller who violates the provision of this Proclamation 
commits an offence and shall be liable according to the relevant provisions of the 
Criminal Code. 

4/ Without prejudice to the provisions of SubArticles (2) and (3) of this Article, each 
urban administration may prescribe and enforce fines to be imposed on a person failing to 
comply with the requirements of this Proclamation relating to solid waste management. 

 

e. 固形廃棄物管理マニュアル（Solid Waste Management Manual） 

 固形廃棄物管理マニュアルは、2012年にMoUDHCにより作成された都市固形廃棄物サ

ービスの枠組みと手順に関するガイダンスである（アムハラ語のみ）。 

f. 国家都市固形廃棄物管理基準（National Urban Solid Waste Management 
Standards） 

 2014 年に MoUDHC が GIZ の支援のもと“ Urban Governance and Decentralization 
Programme”の中で、同基準を策定している。エチオピアの都市はその特性や発展段階に

よって5つのカテゴリーに分類されており、各カテゴリーに適したごみ処理方法や施設整

備の方法がこの基準で網羅されている。さらに同基準を確実に執行するために固形廃棄

物管理ハンドブック（Solid Waste Management Handbook）も作成されている。 

g. 産業公害防止規制（Regulation on Prevention of Industrial Pollution No. 
159/2008） 
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 同規制は、汚染のコントロール、環境規定、環境インスペクター、過失と罰則、その

他の諸規定について定めている。またさらに、工場の一般的な義務、ライセンス要件、

緊急対応システム、環境安全に関するモニタリング、一般市民の苦情、汚染管理の情報、

罰則について明確に定めている。 

h. 産業公害防止基準（Standards for Industrial Pollution Control, 2013) 

 同規定は、 2013年に国連工業開発機関（United Nations Industrial Development 
Organization, UNIDO）の支援のもとFEPAによって策定された。産業部門から排出される

環境許容量を超える汚染物資の量を規制するものである。 

2.3.3 組織体制 

a. 都市開発・住宅・建設省（Ministry of Urban Development, Housing and 
Construction, MoUDHC） 

中央政府レベルでの廃棄物管理の主管官庁である。担当部局は都市気候対応局（Urban 
Climate Resilient Bureau）であり、その下に気候対応廃棄物管理課（Climate Resilient Solid 
Waste Management Directorate）と気候対応都市緑化・美化課（Climate Resilient Urban Green 
Development and Beautification Directorate）がある。主な役割は以下のとおり。 

• 廃棄物管理に関する政策、規制、戦略を策定する。 

• 都市開発局、オフィス、地方自治体および企業を通じて廃棄物の安全な収集と処

分を確保する。 

• 町の開発に取り組み、財政配分とその利用を見直し、都市管理下の様々な部門の

活動を調整する責任を負う。 

• サービス提供部門の非衛生的条件にかかる規制の実施をコントロール・検査し、

トイレ/浄化槽建設計画と基準を含む住宅建築許可証を発行する。 

• 州と市レベルのキャパシティビルディングを支援する。 

そのほか、地方政府が5カ年計画（Growth and Transformation Plan, GTP）など政策及び

計画策定を行い、実際に計画どおり進捗しているかモニタリング、評価を実施する。モ

ニタリングは30都市で実施している。民間連携については、大型PPP案件の形成より、貧

困・低所得者層の雇用機会創出を重視している。 

Sandafa衛生埋立処分場建設においては、フランス開発庁からの協力取り付けに関し、

AA市を支援した。 

さらに廃棄物管理の基本法であるProclamation 513/2007を環境省等関係機関と改定中で

ある。 

b. 環境・森林・気候変動省（Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 
MoEFCC） 

 環境全般に関する政策、戦略、法律、基準の策定及びその実施について監督責任を持

ち、さらにエチオピア政府の批准する環境公約のフォローアップを行う。下部組織であ

る地方環境局は全国9つの州と2つの都市に合計11か所設置されている。2009年７月の行

政改革（Business Process Reengineering, BPR）で組織改編し、現在は以下の4つの専門部局

と１つの事務部からなる。  

・システム部門：政策、条例、ガイドライン、基準等の策定  

・地域サポート部門：各分野、組織、ステークホルダーの支援  
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・効果検査部門：調査、検査、サンプリングの実施  

・サービス部局：地球環境ファシリティー（GEF）、資金調達等の実施  

・サポートスタッフ部：人事、財政、調達の支援の実施  

 廃棄物管理は、基本的にProclamation 513/2007に沿って実施している。GTPにて5か年で

150都市の廃棄物管理策定を計画しており、毎年30都市ほどを対象にして地方職員の能力

強化を図っている。 

c. 保健省（Ministry of Health, MoH） 

公衆衛生の観点から廃棄物管理に関与している。主に公衆衛生に関連する政策や戦略

の策定、家庭から排出される固形・液体廃棄物の適正処分を推進するための資源の動員、

特にごみ収集及び処分に関連した健康被害の防止のための啓発という役割を担う。 

 連邦保健省には、健康増進及び疾病予防局、医療業務局、保健インフラ局などの部署

が あり、その下部組織として9つの州及び2つの都市に地域保健センターや病院を管轄す

る 地域保健局がある。ヘルスプロモーション及び疾病予防局が地域保健強化プログラム

の実施を管轄し、全国の小行政区であるケベレにおいてヘルスエクステンションワーカ

ー（Health Extension Workers, HEW、コミュニティで活動する保健従事者）が担当地域に

おけるプログラムを実施している。地域保健強化プログラムのなかに16あるプログラム

うち７つのプログラムが、し尿等の液体廃棄物管理及び固形廃棄物管理に関する内容で

あり、HEW用に固形及び液体廃棄物管理に関するマニュアルが整備され、担当する地域

のコミュニティや各家庭に対して公衆衛生教育を含めた活動を実践している。 

d. 水・灌漑・電力省（Ministry of Water, Irrigation and Electricity, MoWIE） 

水資源開発・管理、給水衛生、大規模灌漑、エネルギー開発等にかかる政策、戦略、

キャパシティ強化を担う機関である。廃棄物管理とは直接関係ないが、発電という観点

からRappiの発電付焼却炉を所管する。 

e. エチオピア電力公社（Ethiopia Electric Power, EEP） 

Rappi発電付焼却の実施機関であり、同施設の建設から運営までを一括して所管する。 

f. エチオピア標準局（Ethiopia Standard Agency, ESA） 

エチオピア国の様々な標準を設定・管理する機関で、本年度は委員会を設置し、都市

廃棄物と産業廃棄物に係る標準設定を検討している。日本の制度に興味があり、本邦研

修などの機会があれば是非とも活用したいとのことであった。 

g. エチオピア水技術機構（Ethiopia Water Technology Institute, EWTI） 

JICAが長年技術支援をしている機関で、水衛生分野の技術研修・訓練を担っている。

井戸掘削技術のみならず、地下水探査、GIS、電気機械・機材整備、灌漑・排水等多岐に

わたって研修を提供している。 

現在、13のトレーニング・コースを設け、地方政府職員や民間から研修者を受入れて

いる。その中には、2017年3月から新たに設けた汚水処理と廃棄物管理のコースもあり、

1回2週間ほどのコースをこれまでに3回ほど実施したとのことである。 

15



  
2 調査結果  

 

16 

2.4 アジスアベバ 

2.4.1 概況 

アジスアベバ市の廃棄物サービスを担当するのは、清掃局（Cleansing Management 
Agency）とリサイクル・処分プロジェクト・オフィス（Solid Waste Recycling and Disposal 
Project Office）であり、両者は市長事務所（City Mayor Office Manager）直下に置かれてい

る。 

中央政府レベルでは都市開発・住宅・建設省（Ministry of Urban Development, Housing and 
Construction, MoUDHC）が廃棄物管理を主管し、環境・森林・気候変動省（Ministry of 
Environment, Forest & Climate Change, MoEFCC）と保健省（Ministry of Health, MoH）が共

管する。 

ごみは、MSEs（Micro and Small Enterprises）によりカートやごみ収集車で家庭等排出

者から収集され、Skip Pointと呼ばれる8m3コンテナが置かれているごみ集積地点まで運

ばれる。そこからは市の車両（Skip Loader）により市内東部にあるRappi処分場まで運搬

され処分される。アジスアベバ市は10のサブ・シティに分かれており、ごみの収集運搬

は清掃局の下、サブ・シティごとに運営されている。 

2016年にフランス開発庁の支援により建設された衛生埋立処分場（Sandafa衛生埋立処

分場）の供用が開始された。しかしながら、雨期に生じた浸出水処理池からの逸水を契

機に同処分場への反対運動が起き、同処分場がアジスアベバ市に隣接するオロミア州内

に位置することから政治的対立となり運営が中断された。Sandafa処分場が閉鎖されたた

め、ごみ処分はオープンダンピングとほぼ変わらないRappi処分場に戻され、この間に2017
年3月の130名以上の犠牲を招いたごみ崩落事故が起きてしまった。 

Rappi処分場での崩落以前より、アジスアベバ市では様々な改善及び新規プロジェクト

に取り組んでいる。街の美観を損ねている500以上あると言われているごみ集積所を80ほ
どに集約、同時に578のMSEsを73に集約して同組織の機能強化及び収集の効率化を図っ

ている。現在、MSEsは非効率なカートによる収集を行っているが、市の補助により車両

への移行を図りつつある。また2つのリサイクル機能を付した中継基地建設が進んでお

り、さらにコンポスト及びバイオガスプラント、病院及び工場からの有害廃棄物処理施

設の整備を計画しているという。Rappi処分場敷地内では日量1,400トンの処理能力を有す

る発電付焼却炉の建設が進んでおり、ほぼ完成に近づいている。 

アジスアベバ市廃棄物管理の他国に比べて特筆すべき点は、廃棄物管理に係る費用を

受益者から徴収している点である。徴収方法は水道との共同徴収で、ごみサービスは水

道料金に対する割合で課されている。また、貧困・低所得者層の雇用創出という観点で

MSEsの組織化が従来為されており、廃棄物サービスの中で重要な役割を果たしつつも無

視されがちなインフォーマルセクターへの配慮が為されている。 

ごみ収集料金を徴収しているものの、豊かではない住民からの徴収料金だけで全ての

廃棄物管理費用を賄えるわけではない。施設の建設費用、車両の購入などは市の支出に

よる。また、MSEsへの支払には貧困対策ということで連邦政府からの補助金が充当され

る。ただ、料金の支払いを通じて、ごみサービスは費用が掛かりその対価を支払う必要

のあること、市民自らがサービスの一環を担っているという認識を持つといったことは、

現在の廃棄物管理のみならず将来に向けた継続的改善に意義あるものと評価できる。 

上に述べたとおり、アジスアベバ市の廃棄物管理は市長事務所の下に組織的かつ廃棄

物フローに沿って体系的に為されている。Sandafa処分場の再開に係る政治的駆け引きが

続いているが、近隣住民への補償対策が議論されているようで、解決への道も近いとい

う。今後、発電付焼却施設の運営が開始されるが、アジスアベバ市のごみ質から計画通

りにごみ処理をできるかどうかは懸念されるところであるが、他にも減量化・リサイク
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ル、急激な都市化を見越した中継基地の設置など、同市は時宜を得た適切な施策に取り

組んでおり、他のアフリカ諸国大都市のよいモデルに成り得よう。 

 アジスアベバの廃棄物管理の概況を下表にまとめた。 

表 4: アジスアベバの廃棄物管理概況 

項目 内容 

制度システム 
 法制度  基本的には連邦政府の法制度に従うが、市独自のより詳細な廃

棄物管理条例を施行している。その他にも廃棄物に係る違法行

為の取り締まり条例を有する。 

 政策・計画  適正廃棄物管理実現のためのアジスアベバ固形廃棄物政策を

掲げ、かつ、5 年ごとに廃棄物管理計画を策定している。 

 実施体制  市長事務所下の清掃局とリサイクル処分プロジェクトオフィ

スの２組織体制。前者がごみ収集・道路清掃を、後者がリサイ

クル・最終処分を担当する。 

 清掃局の下、10 の Sub-city と 116 の Woreda が一体的に機能し

ている。一般家庭のごみは零細企業（Micro and Small Enterprises, 
MSEs）を組織化して収集、大口排出者は同局のライセンスを

付与された民間業者が収集している。 

技術システム 

 ごみ発生量・組

成 
 ごみ発生量は約 1,400 トン日、発生原単位は 0.45kg 人日（ただ

し、値は処分場搬入車の台数及び容量に基づく推計値）。 

 有機ごみ 65％、資源ごみ 15％、その他 20％（市職員からの聞

取り）。 

 貯留・排出  一般家庭には容量 50 リットルほどの袋が配布される。 

 大口排出者は民間収集業者との契約による。 

 収集・運搬  一般家庭の収集は零細業者（MSEs）による。ごみは集積所（Skip 
points）に運ばれ、そこからの運搬は市が直営で実施。 

 MSEs はプッシュカートや小型トラックを使用。市及び民間は

コンパクター車やコンテナ車などの多くのごみ運搬専用車を

使用。 

 ごみ収集率は 75％（市担当者からの聞取り）。 

 供用中の Rappi 処分場は市内西部に、新規の Sandafa 処分場

（2017 年 11 月現在閉鎖中）はアジスアベバ市に隣接するオロ

ミア州内に位置する。 

 道路清掃  20 台の道路清掃車と 5,000人の清掃人にて幹線道路は概ね清潔

に保たれている。 

 中間処理・ 

リサイクル 

 集積所にて MSEs により、Rappi 処分場にてウェストピッカー

により、プラスチック等の有価物が回収されている。 

 資源物の選別施設を備えた中継基地 2 基を建設中。 

 Rappi 処分場に隣接して日量 1,400 トンの発電付焼却炉が建設

されている（2017 年 11 月時点、未稼働）。 

 最終処分  現在、Rappi 処分場が供用中。重機が稼働しているが、ほぼオ

ープンダンプ状態。計量施設の設置無し。 

 Sandafa 衛生埋立処分場が建設されているが、2017 年 11 月現在
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項目 内容 
一時閉鎖中。 

 2017 年 3 月、Rappi 処分場では崩落事故が発生し、130 名以上

が犠牲となった。 

財務システム  中継基地、処分場、焼却施設等の建設は国や市による直接投資

やドナーからの借款。 

 収集料金を受益者から徴収、不足分は市が負担。 

環境社会配慮  零細企業（MSEs）の組織化、ウェストピッカーへの職業訓練

等、貧困層に配慮した施策を行っている。 

 Sandafa 処分場はオロミア州内にあり、その供用にあたっては

政治的な配慮が必要。 

ドナー支援  フランス開発庁が借款及び無償にて、Sandafa 処分場の建設及

び Rappi 処分場の適性閉鎖を支援。 

 UN-Habitat が Rappi 処分場の福岡方式による改善を提案中。 
 

2.4.2 廃棄物管理に関わる政策 

a. アジスアベバ固形廃棄物管理政策（Addis Ababa Solid Waste Management 
Policy, 2002）  

同政策においては、方針として、リサイクルとごみ減量化の推進、ごみ・環境教育の

実施、全てのステークホルダーの参加、定期的なごみ収集の実施と市民の適正な排出を

目的としている。主な内容は以下のとおり。  

• 排出源、ごみ分類、処理処分に関する事項 

• 収集運搬、処分、リユース、リサイクルに関する事項 

• 情報管理、フォローアップと評価、調査研究、環境アセスメントに関する事項 

• 行政の役割や民間、NGO、コミュニティ参加、研究機関等の参加に関する事項 

• 財政に関する事項 

• 環境教育に関する事項 

• 組織に関する事項 

• 法規制に関する事項 

b. アジスアベバ固形廃棄物管理戦略計画 

アジスアベバでは、国家のGTPに基づき、固形廃棄物戦略計画が5年ごとに策定されて

いる。この計画では、廃棄物の減量化目標などの年間目標を設定し、さらに目標値を達

成するために必要な活動を設定している（アムハラ語のみ）。 

c. アジスアベバ乾燥廃棄物管理政策（Addis Ababa City Government Dry Waste 
Management Policy, 2003） 

その他にも2003年にアジスアベバ乾燥廃棄物管理政策が策定されているとの話である

（アムハラ語のみ）。 
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2.4.3 廃棄物管理に関わる法規制 

a. アジスアベバ市の廃棄物管理収集及び処分に関する条例（ Waste 
Management Collection and Disposal Regulation of the Addis Ababa City 
Government No.13/2004）  

 同条例は、アジスアベバ市憲章を受けて2004年に施行された市の廃棄物管理に関する

条例で、全般的に国の廃棄物管理法に比べてより詳しい内容になっている。主な内容は

以下のとおり。  

• Part I 総則（第1～2条）廃棄物管理に関する用語の定義 

• Part II 固形廃棄物の管理及び収集（第3～9条） 

• Part III 特定施設からの固形廃棄物の管理と処分（第10～14条） 

• Part IV 廃棄物中継施設及び処分場（第15～16条） 

• Part V 民間衛生サービス提供に関する規定（第17～18条） 

• Part VI 液状廃棄物の衛生サービス（第19～20条） 

• Part VII 関連組織の権限と役割（第21～22条） 

• Part VIII 特例（第23～29条）  

• Part IX 罰則等（第30～37条） 

b. 法令違反の防止と管理にかかる条例（Prevention and Control of Code 
Violation No. 54/2012） 

 2012年に制定され、規程違反の防止と管理、およびアディスアベバ市政府の法令執行

サービスオフィス（Code Enforcement Service Office）の組織体制および作業手順について

規定している。法令執行サービスオフィスは、法令違反およびその他の違法行為を防止、

管理、測定するために、Proclamation No 37/2013によって設置された。家庭、ビジネス、

産業、オフィス、街路清掃、建設、農業、採石場から排出される廃棄物や、社会や動物

の活動などから発生する一般的な廃棄物などの違法行為を管理する。 

c. その他の条例 

 上述の他に、AA市では2017年11月現在３Rの推進を目指し、再利用・リサイクル条例

を策定中である。 

2.4.4 組織体制 

AA市の行政組織は、 2009年の地方分権の推進及び行政改革（Business Process 
Reengineering Program, BPRP）により変更されている。廃棄物管理については、市長事務

所（City Mayor Office Manager）がSub-city, Woredaを含めAA市清掃局（Addis Ababa 
Cleansing Management Agency, AACMA）を管理する。それ以前は、衛生、美化、公園開

発局（Sanitation, Beautification and Park Development Agency, SBPDA）が同一の組織内にあ

ったが、廃棄物管理に特化した組織としてAACMAに変更され、主にごみ収集・運搬と道

路清掃、環境教育について総括的に担当する部署として再組織化された。 

一方、中間処理・最終処分については、既存処分場の管理と新規処分場・中継施設等

の建設についてプロジェクト部局として2008年に編成されたアジスアベバ市リサイクル

処分プロジェクト・オフィス（Addis Ababa Solid Waste Recycling and Disposal Project Office, 
AASWRDPO）が担っている。 
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図 3：AA市廃棄物管理部門組織図 

出所: GSGCS/JICA Ethiopia Office, Additional Survey on Urban Sanitation in Addis Ababa City 
Administration, 2017 

a. リサイクル・処分プロジェクト・オフィス（Solid Waste Recycling and Disposal 
Project Office, SWRDPO） 

清掃局と共にアジスアベバ市の廃棄物管理を所管する組織で、2008年に設立された。

中継基地、リサイクル及び埋立処分を担当する。同組織は、プロジェクト管理、リユー

ス・リサイクル、中継基地、処分場の4部局からなり170名ほどの職員を有し、8.7百万米

ドルの予算が市から配分されている。SWRDPOの主な活動内容は以下のとおり。 

• ゾーンごとの清掃基準、収集基準、埋立処分基準などを策定する。 

• 中継基地建設の整備 

• 新しいリサイクル技術を導入し技術サポートを提供する 

• コンポスト施設を設置する 

• 廃棄物管理、処分場、中継基地、減量、リユース、リサイクル、リカバリーに

かかる研究や開発活動を行う 

• 廃棄物の分別に必要な資機材にかかる調達を行う 

• Reppie処分場の管理を行う 

• 優先的にAA市の処分場サイトの選択と研究開発を調整しコントロールする 
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図 4：SWRDPO組織図 

b. 清掃局（Cleansing Management Agency, CMA） 

リサイクル・処分プロジェクト・オフィスと共に同市の廃棄物管理を所管する組織で、

収集運搬及び道路清掃を担当する。同組織は市の下部行政組織である10のSub-cityと116
のWoredaにあるそれぞれのCleansing Management Officeと一体的に機能している。サブシ

ティレベルでは、スタッフに以下が含まれる。 

 

図 5：サブシティレベルCleansing Management Officeの組織図 

一般家庭等のごみは零細企業（Micro and Small Enterprises, MSEs）を組織して収集し、

ホテルなどの大口排出者のごみを収集する民間収集業者へはライセンスを付与するなど

して管理している。 

c. アジスアベバ環境局（Environmental Protection Authority, AAEPA） 

地域州当局と同様に、人間の福祉と環境の持続可能性と安全性を確保し、効果的な実

施を目指すような社会経済開発を促進する政策、戦略、法律、基準を策定する。 

アジスアベバ市を含む各地域には環境局が置かれ、環境に関する地域レベルの法律策

定、その執行管理を行う。アジスアベバ市の廃棄物管理においては、先のリサイクル・

処分プロジェクト・オフィス及び清掃局と連携しつつ法律等の策定を行い、同機関から

議会への提出を行っている。 

d. フランス協力室（Ethio-French Cooperation, EFC） 

アジスアベバ市に置かれたフランス開発庁の窓口機関である。フランス開発庁の

Sandafa衛生埋立処分プロジェクト、Rappi処分場閉鎖プロジェクトなどをフォローしてい
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る。特に、Rappi処分場のウェストピッカーの職業訓練を市内にある職業訓練校と連携し

つつ行っている。 

2.4.5 技術システム 

a. 主要施設位置 

下にアジスアベバ市の主要廃棄物関連施設の位置を示す。Rappi Dump Siteは現在使用

されている処分場であり、同敷地内に発電付焼却施設が建設中である。Sandafa Sanitary 
Landfillはフランス開発庁の支援により建設された衛生埋立処分場である。BoleとAkaki
のTransfer Station（中継基地）は現在建設中である。 

 

図 6: 廃棄物関連施設位置図 

b. 廃棄物の量・質 

CMAは2017年にごみ量ごみ質調査を実施する計画であったが、まだ開始していない。

現在使用されているRappie処分場にはWeighbridgeがないため推計になるが、AARDPO職

員が採用しているごみ発生量原単位は0.45kg/人/日とのことである。現在、同市には3.1百
万人以上が居住しているだろうと推測し、日量1,400トンのごみが発生しているといった

情報を共有しているようだ3。またこの数字については、2010年に実施されたUNの調査報

告書によると、AA市のごみ発生量原単位は0.4kg/人/日と報告されている。4 通常途上国

では、平均発生量原単位は0.3～0.5kg /人/日と言われており、AA市の0.45kg/人/日は妥当

な数字であるといえる。 

 ごみ質に関しては、確かなデータが存在しないが、AARDPO職員によると、65％が有

機ごみ、15％がリサイクル可能ごみ、20％がその他のごみと推定されている。 

c. 貯留・排出 
                                                        
3 Solid Waste Recycling and Disposal Project Office, Addis Ababa, Mr. Kassahunからの聞取り。 
4 Cheever, M.. Environmental Policy Review 2011. 
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 一般家庭には、容量50リットルほどの袋が配られ、これに分別することなしにごみを

入れる。袋は一次収集人であるMSEsが回収し、再度各家庭に戻される。収集頻度は通常、

週に２回となっている。市内には、各MSEsに属するオペレーターが合計6,400人もいると

言われている。 

 ホテル等の大口排出者は民間収集業者と直接契約を結び、契約に従った排出方法、収

集頻度でごみは収集される。 

 近々AA市は、発生源分別を推進するために、コミュニティに3色に分けられた20万枚

の袋を配る予定である。袋は赤、青、黒の3種類の色に分けられ、住民はそれぞれにリサ

イクル可能品、有害ごみ、リサイクル不可品を分別して排出することになる。 

d. 収集・運搬 

 大口排出者を除く一般家庭等のごみはMSEsにより、プッシュカートや小型トラックな

どで収集され、Skip pointと呼ばれる集積所に運ばれ、8m3コンテナ或いはコンパクター

車などに積み替えられる。同時に、プラスチックなどの回収もここで行われる。Skip point
は市内に500以上あると言われている。 

 Skip pointから処分場までの運搬は市直営で行われている。2017年11月時点では、Sandafa
衛生埋立処分場が閉鎖中のため、Rappi処分場に運ばれていた。 

 市が所有する運搬車両の多くは8m3コンテナを運搬するためのSkip Loaderである。その

他にコンパクター車も使用されている。30社あると言われている民間収集業者は81の大

口排出者からごみを集めており、その多くはコンパクター車を使用している。中には、

日本の中古コンパクター車を使用している収集業者もある。市が所有する車両は約200
台、民間が約100台とのことである。 

表 5：AA市の収集車輌台数 

車種 台数 
Compactor vehicle  46 
Container carrying vehicle 129 
Street sweeping machines 20 
Total 195 

 

  

図 7：収集車両 

 AACMAが市全体の収集運搬計画、民間業者へのライセンス付与、ごみ排出に係る市民

啓発を担当する。Sub-cityにはCleansing Management Office（CMO）があり、運搬車両は

ここで管理される。WoredaにもCMOがあり、MSEsによる収集を管理している。 
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 AA SWMDPOの職員によると、ごみ収集率は75％である。 

e. 道路清掃 

 幹線道路は概ね清潔に保たれている。道路清掃は市の直傭による清掃人による手作業

及び道路清掃車により行われている。現在、市内には20台の道路清掃車と5,000人の清掃

人がおり、3,529個のごみ箱が設置されていると言われている。 

f. 中間処理・リサイクル 

 Skip pointとRappi処分場にてプラスチック等の有価物が回収されている。プラスチック

の市場買取価格は3ETB/kgであるが、市がリサイクル促進費として2ETB/kgを上乗せする。

紙等については上乗せはない。回収されたプラスチックの多くは、チップにされ、輸出

されるとのことである。 

 市内には現在580か所の中継地点があると言われているが、将来的には80まで減らす予

定である。現在Bole-ArabsaとAkakiにて、資源物の選別施設を備えた2つの大規模中継基

地が建設中である（Akakiは住民反対があり建設が中断されている）。その他に、計画で

はさらに2つの中継基地を建設予定である。 

 Bole-Arabsaは、AA市の中心から24km離れたところに位置し、面積は1.3haである。建

設エリアにはオフィス、シャワールーム、ソーティングヤード、機材の保管場所、キッ

チン、車両・重機整備のためのワークショップなどがある。フランスのコンサルティン

グ会社であるArteniaが施設を設計し、建設後もその運営を管理する予定である。建設に

要する費用は42百万ETBで、2017年2月以降に開始され、2018年4月までに終了する予定で

ある。完成後は、約100人のワーカーが雇用され、1日3シフトで24時間稼働するとの話で

ある。 

g. 最終処分 

 現在供用中の処分場は、市西部にあるRappi処分場である。同処分場は1968年から既に

50年以上に渡り使用されていると言われている。処分場には700人とも1,000人とも言われ

るウェストピッカーが有価物を回収している。同処分場約25haは、フランス開発庁支援

による適正閉鎖プロジェクト中であるが、下に述べるSandafa処分場の運営中断により、

19haの適正閉鎖時点でプロジェクトが中断している。処分場の重機には、市の所有によ

る5台のコンパクタートラック、5台のブルドーザー、3台の掘削機がある。 

2016年にフランス開発庁の支援により建設された衛生埋立処分場（Sandafa衛生埋立処

分場、面積130ha）の供用が開始され、Rappiでの埋立処分はSandafaに移された。しかし

ながら、雨期に生じた浸出水処理池からの逸水を契機に同処分場への反対運動が起き、

同処分場がアジスアベバ市に隣接するオロミア州内に位置することから政治的対立とな

り運営が中断された（使用されたのは2016年12月～2017年6月の7か月間のみ）。Sandafa
処分場が閉鎖されたため、ごみ処分はオープンダンピングとほぼ変わらないRappi処分場

に戻され、この間に2017年3月の130名以上の犠牲を招いたごみ崩落事故が起きてしまっ

た。 
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Rappi処分場 Sandafa衛生埋立処分場 

図 8: 最終処分 

2.4.6 財務システム 

固形廃棄物の主な財源は、エチオピア政府のごみ発電施設や中継基地などの大型イン

フラ設備に対する資金によるところが大きい。フランス政府の二国間供与は大きな割合

を占めるが、政府の直接投資に比べると小規模である。特に予算はサービスの末端にお

ける支援、つまり衛生埋立処分やごみ焼却発電施設、中継基地の整備にあてられ、その

割合は90％以上を占める。一方で、一次収集に対する投資はごく限られたものである。 

アジスアベバ市廃棄物管理の他国に比べて特筆すべき点は、廃棄物管理に係る費用を

受益者から徴収している点である。徴収方法は水道との共同徴収で、ごみサービスは水

道料金に対する割合で課されている。一般家庭は20%、商店等は42.5%、共同水栓利用家

庭は5%となっている。 

収集料金はAddis Ababa Water and Sewerage Authority (AAWSA) によって回収される

が、別途計上され、Solid Waste Management Agencyに移された後、10のサブシティにそれ

ぞれ分配される。サブシティは各Woredaで組織化されているAA Saving and Credit Share 
Companyと呼ばれるマイクロファイナンス機関を通じてMSEに給与として支払いを行

う。MSEは各ワーカーに対して給与を支払うが、大体その30％をマイクロファイナンス

資金として貯蓄している。MSEへの支払いは、量ベースでBirr 30/m3の割合で行われてい

る。さらにMSEは廃棄物の一部を他の組織に売却して再利用することが認められてい

る。5 

料金を徴収しているものの、豊かではない住民からの徴収料金だけで全ての廃棄物管

理費用を賄えるわけではない。施設の建設費用、車両の購入などは市の支出による。ま

た、MSEsへの支払には貧困対策ということで連邦政府からの補助金が充当される。ただ、

料金の支払いを通じて、ごみサービスは費用が掛かりその対価を支払う必要のあること、

市民自らがサービスの一環を担っているという認識を持つといったことは、現在の廃棄

物管理のみならず将来に向けた継続的改善に意義あるものと評価できる。 

2.4.7 社会配慮 

貧困・低所得者層の雇用創出という観点でMSEsの組織化が為されており、廃棄物サー

ビスの中で重要な役割を果たしつつも無視されがちなインフォーマルセクターへの配慮

が為されている。 

                                                        
5 World Bank, Addis Ababa Waste Management: Assessment and Key Recommendations, 2017 April 
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Sandafa衛生埋立処分場の供用が本格的に開始されれば、Rappi処分場のウェストピッカ

ーは収入源を失うことになる。よって、フランス開発庁のRappi適正閉鎖プロジェクトに

はウェストピッカーの職業訓練プログラムも併設され、既に300名以上が訓練を受けてい

る。 

2.4.8 施設整備計画等 

アジスアベバ市では様々な改善及び新規プロジェクトに取り組んでいる。街の美観を

損ねている500以上あると言われているごみ集積所を80ほどに集約、同時に578のMSEsを
73に集約して同組織の機能強化及び収集の効率化を図っている。現在、MSEsは非効率な

カートによる収集を行っているが、市の補助により車両への移行を図りつつある。市の

東側及び南側にてそれぞれ１基ずつリサイクル機能を付した中継基地建設が進んでい

る。さらにコンポスト及びバイオガスプラント４基を計画しており、近々国際入札にか

けるという。また、病院及び工場からの有害廃棄物処理施設の導入を検討している。 

Rappi処分場敷地内では発電付焼却炉の建設が進んでおり、ほぼ完成に近づいている。

施設概要は以下のとおり6。 

 施設は日量1400トンの発電付焼却炉。発電能力は50MW。計画発電量は

185GWh/year。 

 Ministry of Water, Irrigation and Electricityが担当省庁。その系列組織である

Ethiopian Electric Power（EEP）が実施機関。 

 建設費は120 million USD。エチオピア連邦政府が出資。国際入札を行ったとの

こと。 

 契約形態はEPC。コントラクターはChina National Electric Engineering Co., と
Cambridge Industries Ltd., の共同企業体。コンサルタントはデンマークの

Ramboll。 

 運転費用は発電で賄う。実際にはEEPは発電から電力供給まで行っているので売

電は生じないようだが、0.06 USD/kWhが損益分岐点とのこと。 

 エチオピア国にはFIT制度はない。 

 ごみ受入時、Gate Feeは課さない。アジスアベバ市の責任は日量1400トンのごみ

供給と残渣の処理。 

 

Rappi発電付焼却施設 

 

Bole中継基地（建設中） 

図 9：中間処理施設整備 

 

                                                        
6 Ethiopian Electric Power, Mr. Abayからの聞取りによる。 
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2.4.9 ドナーの動向 

a. フランス開発庁 

近年、AA市の廃棄物管理において重要な支援をしているのは同機関である。10年以上

に渡って同市の最終処分改善に以下のとおり取り組んでいる。 

 Rappi処分場の適正閉鎖：既に19ha程を適正閉鎖した。Sandafa衛生埋立処分場の運

営が再開したら、Rappiの閉鎖も再開する。予算はソフトローンで約10百万ユーロ。 

 Sandafa衛生埋立処分場の建設：130ha程の敷地に都市廃棄物用埋立区画、有害廃棄

物区画、浸出水処理施設、及び、その他付帯施設を建設済み。ソフトローンで約

20百万ユーロ。 

 上記の設計・施工管理等のエンジニアリング業務、Rappi処分場のウェストピッカ

ーの職業訓練等の活動費として無償で6百万ユーロ。 

b. UN-HABITAT 

Rappiの現状改善に福岡方式を提案し、AA市との間にMOUを結んでいるとのこと。AA
市は約100,000USDを用意して日本の技術者を招き、設計等エンジニアリング業務を委託

するとのこと。 

2.5 ハワサ 

2.5.1 概況 

ハワサ市（Hawasa City Administration）は南部諸民族州（Southern Nation’s Nationalities and 
Peoples Region）の州都であり、8つのSub-cityからなる。2017年の推計人口は約39万人で

あるが、工業団地開発（Hawassa Industrial Park）に伴い急激に人口が流入しており、45
万人まで増加しているとも聞かれる。工業団地は2017年1月にオープンした。開発は2期
に分けて行われ、第1期では60,000人の雇用創出を目標としており、現時点で13,000人ほ

どが雇用されているという。最終的には150,000人の雇用を目標としている。工業団地を

所管するのは工業団地開発公社（Industrial Park Development Cooperation）である。 

廃棄物管理の観点からすると、ハワサ市はとても衛生的に保たれている。路傍に投棄

されているごみを見ることがない。排出源である家庭や商店から直接収集しているため

であろう。また、処分場が街中にあるため運搬距離が短く、ほとんどのごみが処分場に

直送されるためとも思われる。生活環境を衛生的に保つという廃棄物管理の第一の目的

は十分に達成されていると評価できる。 

工業団地の廃棄物は工業団地開発公社が管理しており、訪問時の説明では、廃棄物調

査を実施しており、結果が出たら進出企業に相談しつつ今後の計画を策定するというこ

とであった。一方で、産業廃棄物を扱っているリサイクル業者によると、排出工場から

処理費の支払いを受けつつリサイクル可能は廃棄物を引き取っているとのことであっ

た。 

 上述のとおり街中は清潔に保たれているが最終処分はオープンダンプであり、周辺環

境を悪化させていることは否めない。ただ、採石場跡地であるため、その影響も限定的

な範囲に留まっている。 

 マテリアルリサイクルやコンポストは始まったばかりであるが、その組織化及び運営

をハワサ市は支援しており、評価に値すると思料する。 

ハワサの廃棄物管理の概況を下表にまとめた。 
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表 6: ハワサの廃棄物管理概況 

項目 内容 

制度システム 

 法制度  ハワサ市の廃棄物管理は、基本的に連邦政府が定める法制度に

従う。ただし、罰則等の連邦政府基本法を補完する規則等は独

自に定めることが出来る。 

 政策・計画  2018 年 1 月時点、都市開発・住宅省（Ministry of Urban 
Development and Housing）の指導により、同省所管の Solid Waste 
Management Strategy and Standard に基づいた廃棄物管理計画を

策定中で、新規処分場や 3 つの中継基地建設などが盛り込まれ

ている。 

 実施体制  市民サービスを提供する Municipality Dept.下に廃棄物サービス

を担当する清掃及び緑化部（Waste Management and Geenery 
Core Processing）がある。また、市民サービス部（Municipal 
Service Delivery Core Processing）も清掃及び緑化部を支援する。 

技術システム 

 ごみ発生量・組

成 
 収集量は 150～200 トン日、収集率は 80％（推計値）。 

 原単位発生量 0.43kg 人日（USAID 支援） 

 貯留・排出 

収集・運搬 

道路清掃 

 23 の MSEs が 3 輪車、ロバ車及び手押し車にて排出源から各戸

収集し、処分場に直接、或いは、コンテナのある中継ポイント

まで運搬する。 

 中継ポイントからは市がスキップローダーやトラックにて処

分場まで運搬する。 

 道路清掃は市が直傭する清掃人（1096 人）がトラクターなどを

使用して行う。 

 中間処理・ 

リサイクル 

 5 つの Recycle MSEs がある。 

 そのうちの３つは、現処分場に隣接した敷地で活動：１つめは

コンポスト施設、２つ目はプラスチック・リサイクル、３つめ

は産業廃棄物のリサイクルである。 

 最終処分  現処分場は市内にある採石場跡地で、全くのオープンダンプサ

イト。 

財務システム  家庭及び商店等は、Collection MSEs に直接料金を支払う。ただ

し、料金設定は市が行う。MSEs は徴収料金を管理する銀行口

座を有する。 

環境社会配慮  零細企業（MSEs）の組織といった貧困層に配慮した施策を行

っている。 

 新規処分場の建設が計画されている。 

ドナー支援  ドナーの具体的な動向は確認されなかった。唯一、GIZ が新規

処分場の建設支援に興味がありそうだという情報が得られた。 
 

2.5.2 廃棄物管理の法制度及び計画 

ハワサ市の廃棄物管理は、基本的に連邦政府が定める法制度に従う。ただし、罰則等

の連邦政府基本法を補完する規則等は独自に定めることが出来る。2018年1月時点、都市

開発・住宅省（Ministry of Urban Development and Housing）の指導により、同省所管のSolid 
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Waste Management Strategy and Standardに基づいた廃棄物管理計画を策定中とのことであ

る。 

2.5.3 組織体制 

ハワサ市の組織は、財務局、環境保護局等の管理部局と市民サービスを提供する

Municipality Dept.が同列にあり、その下に廃棄物サービスを担当する清掃及び緑化部

（Waste Management and Geenery Core Processing）がある。また、Municipality Dept. の下

には市民サービス部（Municipal Service Delivery Core Processing）があり、清掃及び緑化部

の他、Municipality Dept. 下にある部署を支援している。廃棄物管理に係る予算は10.5百万

ETB、清掃及び緑化部には16人の専任スタッフ、32人のドライバー等、1,096人の清掃人

が配属されている。今回の調査では、JICAエチオピア事務所より紹介のあった市民サー

ビス部のMr. Urge氏から多くの情報を得た。 

ハワサ市は、基本的に全てのごみ収集処分に責任を有するとのことだが、病院の感染

性廃棄物などは焼却処分が行われており、工業団地からは有害廃棄物は排出されていな

いとのことである。 

 
図 10：ハワサ市組織図 
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2.5.4 技術システム 

a. 主要施設位置及び関連写真 

  

 

 
ロバ車による各戸収集 

 
街路清掃用トラクター 

 
市民による街路清掃 

 
ごみ収集用三輪車 
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稼働している唯一のスキップローダー 

 
コンポスト製造 

 
プラスチックリサイクル 

 
産廃リサイクル 

 
現処分場 

 

b. 廃棄物の量 

ハワサ市職員によれば、ごみ収集量は150～200トン日、収集率は80％とのことである

が、計量している訳ではなく、推計値である7。また、USAID支援による調査では、限ら

れたサンプルによるものなので市全体を代表するものではないが、原単位発生量0.43kg
人日という数値が得られている。 

c. 貯留・排出、収集・運搬、道路清掃 

家庭や商店から排出されるごみは、23のMSEsが3輪車、ロバ車及び手押し車にて排出

源から各戸収集し、処分場に直接、或いは、コンテナのある中継ポイントまで運搬する。

中継ポイントからは市がスキップローダーやトラックにて処分場まで運搬する。道路清

掃は市が直傭する清掃人（1096人）がトラクターなどを使用して行う。 

MSEsが有する機材はロバ車や手押し車が主であり、3輪車のほとんどが故障している

という。一方、市は約50台のコンテナ（8ｍ3程度）を有するが、これを運ぶスキップロ

                                                        
7 Municipal Service Delivery Core Processing, Mr. Urge氏からの聞取りによる。 
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ーダーは１台のみしかなく、配置しているコンテナは20台に留まっている。唯一機能し

ているのは、道路清掃及び街路樹剪定に使用している13台のトラクターである。 

表 7：ハワサ市の収集車輌台数 

車種 台数 
Skip loader (Container carrying vehicle) 1 
Container total 50 
Container in operation 20 
Tractor 13 
MSEs use three wheels, donkey carts and push carts - 

 

d. 中間処理・リサイクル 

リサイクルは近年始まったようで、5つのRecycle MSEsがあるとのことである。そのう

ちの３つは、現処分場に隣接して設置されている。１つめはコンポスト施設で、Green REE 
Businessが運営してる。ごみは一般家庭やホテル等から排出されるもので、処分場に搬入

されるごみの一部を原料としている。コンポスト製造期間は5～6か月と長く、処理量も

かなり少ないと見受けられた。約50kg入りの袋が400ETBほどで売却できるとのことで、

主な売却先は市役所、街の緑化に使用するとのことである。二つ目はプラスチック・リ

サイクルで、飲料水用PETボトルを圧縮梱包してアディスアベバに搬送、売却している。

圧縮機はイタリアのNGOによる支援とのことである。３つめは産業廃棄物のリサイクル

で、ダンボール、各種プラスチック（発泡スチロール）、布等を扱っている。排出業者

からは処理料金を徴収しているとのことである。 

e. 最終処分 

現処分場は市内にある採石場跡地である。容量的には、まだ数年使用できると見受け

られたが、遮水シートや浸出水処理施設はもちろんのこと、計量器さえもない。覆土も

されておらず、全くのオープンダンプサイトである。敷地内にブルドーザーがあったが、

故障中であった。 

f. 機材修理工場 

 市が所有する機材の多くは道路工事機材であり、そのワークショップがある。ごみ収

集運搬機材も同ワークショップで修理が為される。屋根やピットはあるが、重量物を吊

り下げるホイストなどはない。修理機材も限られているようである。 

2.5.5 財務システム 

家庭及び商店等は、Collection MSEsに直接料金を支払う。ただし、料金設定は市が行う。

家庭ごみは10～50 ETB月、商店は50～200 ETB月、ホテルが250～500 ETB月とのことで

ある。エチオピアには5人組制度（5 in 1 system）があり、ほとんどの家庭が料金を支払う

とのことである。また、MSEsは徴収料金を管理する銀行口座を有しているとのことであ

る。 

道路清掃人は市から直接報酬を受ける。報酬は約1,000ETB月で、これに加えて作業服

等の支給がある。 

2.5.6 将来計画 

前述のとおり、ハワサ市は廃棄物管理計画を策定中であり、新規処分場、3つの中継基

地建設などが盛り込まれているという。 
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新規処分場用地については、3つの候補地から1つに絞られているとのことであるが、

具体的な計画設計及び環境影響評価などは実施されていない。新規処分場の周辺だと言

われる地域を訪れたが、比較的豊かな農村地帯で多くの農民が居住する地域であった。 

新規処分場開発に関し、UNDPの支援で福岡方式を適用するといった情報があったが、

市の担当者によれば、そのような話はないとのことであった。 

2.5.7 他ドナーの動向 

 今回の現地調査中、他ドナーの具体的な動向は確認されなかった。唯一、市の担当者

から、GIZが新規処分場の建設支援に興味がありそうだという情報が得られた。 

2.6 バハルダール 

2.6.1 概況 

バハルダール市（Bahar Dar City Administration）はアムハラ州（Amuhara Region）の州

都であり、6つのSub-cityからなる。アジスアベバから北北東に約600kmほど離れており、

標高は約1,800m、青ナイル川の源流であるエチオピア最大のタナ湖の南岸にある。2007
年に約22万人だった人口は、市の資料によると2017年には約34万人となっており、この

間の人口増加率は約4.4％という急速なものであった。 

廃棄物管理の観点からすると、バハルダールはかなり衛生的に保たれているが、路傍の

マーケットでは若干の有機ごみ（主に草類）の散乱が見られる。一方、住宅の前などに

ごみが捨て置かれているような状況はほとんど目にしない。排出源である家庭や商店か

ら直接収集しているためと思われる。生活環境を衛生的に保つという廃棄物管理の第一

の目的は十分に達成されていると評価できる。ただ、市職員らは美化及び廃棄物サービ

スの改善の必要性を強く訴える。その背景の一つに、世銀のプロジェクト評価項目のひ

とつとして廃棄物管理があるからと言う。 

 手押し車による各戸収集は、雇用創出という面があるものの、非効率であることは否

めず、改善の必要はある。具体的な計画は出来ていないが、バハルダール市が考える多

くの中継基地（ポイント）を設置し、手押し車からトラック等へ積み替えるシステムは、

大幅に効率を上げることは期待できないが、雇用を減らすことなく、ある程度効率を上

げる当地に適したシステムと評価できる。 

 プラスチック・リサイクル及びコンポストが始まったばかりであり、技術の改善及び

機材の投入は必要であろう。ただし、双方ともマーケットが未成熟のようなので、その

創出が伴わないと持続性に欠けるであろう。市場の確認などさらなる調査・検討が必要

である。ただ、プラスチック・リサイクルは、減量化の効果は期待できる。一方、コン

ポストはNAMAプロジェクトが始まるので、その行方を、まずは見るべきであろう。 

 最終処分は、現時点ではオープンダンプであるが、UN-Habitatが2019年6月まで技術支

援を行い、その後は世銀と市が現処分場の閉鎖及び新規処分場の建設を行うという道筋

が出来ているので、これらの適切な実施が期待されるところである。 

バハルダールの廃棄物管理の概況を下表にまとめた。 

表 8: バハルダールの廃棄物管理概況 

項目 内容 

制度システム 

 法制度  基本的に連邦政府が定める法制度に従う。ただし、連邦政府基
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項目 内容 
本法を補完する条例（bylaw）を独自に定めることが出来る。 

 ごみ収集サービス料金改定に係る条例を策定中。 

 政策・計画  2018 年 1 月時点、アムハラ州都市開発・住宅局（Bureau of Urban 
Development and Housing）の指導により、Urban Stracutre Plan
を作成中 

 実施体制  廃棄物管理担当組織は、環境保護、衛生、美化課（Environmental 
Protection, Sanitation & Beautification Office in Bahir Dar City 
Administration）。 

技術システム 

 ごみ発生量・組

成 
 ごみ収集量は 120,000m3 年（約 330m3 日、車両積載時の比重を

0.3～0.5 と仮定すると約 100～160 トン日）、収集率は 82%（い

ずれも推計値）。 

 貯留・排出 

収集・運搬 

道路清掃 

 5 つの MSEs が主に手押し車で各戸収集し、市から貸与されて

いるダンプトラックに積み替えて処分場に運搬、MSEs の他に

Dream Light という民間会社も収集サービスを行っている。 

 道路清掃は市が直傭する清掃人（178 人）が行う。 
 中間処理・ 

リサイクル 

 リサイクル及びコンポストが MSEs 及び民間会社により細々と

行われている。 

 処分場に隣接して、UNDP の支援によるコンポスト施設の建設

が始まっている。 

 最終処分  約 20 年使用しているオープンダンプサイト。 

 同処分場の改善及び新規処分場の設計が UN-Habitat より実施

される予定。福岡方式が適用される。 

財務システム  市が料金を徴収し、MSEs 及び民間会社に報酬をを支払う。 

環境社会配慮  零細企業（MSEs）の組織といった貧困層に配慮した施策を行

っている。 

 リサイクルごみの選別や圧縮梱包施設を併設した小型中継基

地をいくつもつくるという案あり。 

ドナー支援  UN-Habitat による現処分場の改善及び新規処分場の建設に係

る設計支援あり。 

 世銀による新規処分場建設支援（資金）が予定されている。 
 

2.6.2 廃棄物管理の法制度及び計画 

バハルダール市の廃棄物管理は、基本的に連邦政府が定める法制度に従う。ただし、

連邦政府基本法を補完する条例（bylaw）を独自に定めることが出来る。現在、排出者責

任の理念に基づくごみ収集サービス料金改定に係る条例を策定中とのことであった。 

また、2018年1月時点、アムハラ州都市開発・住宅局（Bureau of Urban Development and 
Housing）の指導により、Urban Stracutre Planを作成中で、その一部として廃棄物管理計画

がある。実際の作業は、都市開発・住宅局の系列組織である都市開発研究所（Urban 
Development Institute）を通じて、Bahir Dar Univercity に発注されている。現時点、2010
年に策定された10年計画のレビューが終わりつつあり、引き続き将来計画が策定される。

都市開発・住宅局にて確認したところ、今年度末（2018年8月）までに将来計画を完成さ

せる予定とのことであるが、完成前でもJICAと廃棄物管理パートに関して情報共有を図

ることは問題ないということであった。 
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2.6.3 組織体制 

バハルダール市の廃棄物管理を所管するのは環境保護、衛生、美化課（Environmental 
Protection, Sanitation & Beautification Office in Bahir Dar City Administration）で、市長室

（Mayor’s Office）直下の組織である。13名の専任スタッフ、186名のフィールドワーカー

が配属されている。関連部局の組織図を下図に示す。今回の調査では、JICAエチオピア

事務所より紹介のあった同組織トップ（Head）のMr. Dawit氏から多くの情報を得た。 

バハルダール市は、基本的に全てのごみ収集処分に責任を有するとのことだが、病院

の感染性廃棄物などは焼却処分、産廃は基本的に排出者が適正処分、建設廃棄物は市の

管理の下に採掘場跡などに処分しているとのことである。 

 

 

図 11：バハルダール市組織図 
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2.6.4 技術システム 

a. 主要施設位置及び関連写真 

 

 

 
バハルダール市役所入口 

 
一次収集用手押し車 

 
唯一稼働しているスキップローダー 

 
修理中のスキップローダー 
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処分場へのごみの搬入 

 
処分場での重機のオペレーション 

 
MSEでのプラスチックの貯留 

 
MSEでのコンポスト 

 
市のワークショップ 

 
市と契約している民間のワークショップ 

 

b. 廃棄物の量 

バハルダール市職員によれば、ごみ収集量は120,000m3年（約330m3日、車両積載時の

比重を0.3～0.5と仮定すると約100～160トン日）とのことであるが、計量している訳では

なく、推計値である8。また、収集率は82%ということである。 

c. 貯留・排出、収集・運搬、道路清掃 

家庭や商店から排出されるごみは、5つのMSEsが主に手押し車で各戸収集し、市から

貸与されているダンプトラックに積み替えて処分場に運搬している。MSEsの他にDream 
Lightという民間会社も収集サービスを行っている。 

                                                        
8 Environmental Protection, Sanitation & Beautification Office in Bahir Dar City Administration, Mr. 
Dawit氏からの聞取り。 
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MSEsが有する主な機材は手押し車であり、2次輸送には市から貸与されたダンプトラ

ックを使用している。市は5つのMSEsに計7台のダンプトラックを貸与している。一方、

民間会社は5台のダンプトラックを所有している。さらに、市は2台のスキップローダー

を有しているが、稼働しているのは1台のみである。 

道路清掃は市が直傭する清掃人（178人）が行う。これら道路清掃人と緑地整備等の作

業員とを併せ、40ほどのMSEsを組織化し、これらに作業を委託する計画である。 

表 9：バハルダール市の収集車輌台数 

車種 台数 
Skip loader (Container carrying vehicle) 2 
Dump truck owned by municipailty 7 
Dump truck owned by private company 5 
MSEs use three wheels, donkey carts and push carts - 

 

d. 中間処理・リサイクル 

リサイクル及びコンポストがMSEs及び民間会社により細々と行われている。PETボト

ルは少量回収されているが、商業的な処理やアジスアベバへの搬送は確認できなかった。

また、処分場に隣接して、UNDPの支援によるコンポスト施設の建設が始まっていた。支

援は資金のみで技術支援は含まないとのことである。Mr. Dawitから、プラスチックリサ

イクル及びコンポストに係る技術及び機材支援の必要性が強調された。 

e. 最終処分 

現処分場は市の南側にあり、周りは農地である。既に約20年使用しているとのことで

ある。オペレーションは市が行っており、ブルドーザー（CAT D8）が１台稼働していた。

ただ、ブルドーザーはごみ運搬車がごみを降ろしやすいようにしているだけであり、計

画的にごみを敷均し、転圧しているわけではない。よって、状況はほぼオープンダンプ

と同様である。また、嵩を減らすためにごみを燃やしており、あたり一面煙が立ち込め

ていた。同処分場の改善及び同エリアに建設するという新規処分場の設計に関する契約

を、UN-Habitatと交わしており、福岡方式が適用される。 

f. 機材修理工場 

 市はワークショップを有するが、修理作業は民間に委託している。ただ、そこではタ

イヤ交換などの軽作業が主である。一方、他の役所と一括で委託している民間ワークシ

ョップがあり、市が所有するごみ運搬用トラックやスキップローダーはそこで行われる。

ただし、どちらのワークショップも十分な施設はなく、修理も土の上で行われている状

況であった。 

2.6.5 財務システム 

バハルダール市では、市が料金を徴収し、MSEs及び民間会社に報酬をを支払う。現在

の料金は、例えば一般家庭が8ETB月で、費用の58%を賄っているが、料金を改定して100％
の費用をカバーできるように検討中とのことである。一般家庭は部屋数に応じて30, 25, 
10ETB月、ホテルは規模に応じて700, 400, 225, 100, 60, 30ETB月といった料金体系を検討

しているとのことである。 

2.6.6 将来計画 

前述のとおり、バハルダール市は都市計画（Structure Plan）を作成中であり、廃棄物管

理計画もその一部を為す。計画は未だ策定されていないが、関係者からの聞取りによる
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と、小型の中継基地をいくつも作り、プラスチックなどのリサイクルごみの選別や圧縮

梱包施設などを併設するとのことである。 

2.6.7 他ドナーの動向 

 UN-Habitat 

 バハルダール市は、UN-Habitatと主に処分場に関するコンサルティング契約を結んでい

る。当初の契約は2016年7月7日に締結、期限は2018年1月7日であった。しかしながら、

前払い金の未払い等により業務は開始されず、2018年1月、前払い金（30％）の支払いと

共に2019年6月30日まで契約期間が延長された。契約金額は490,060USDで、主な業務とし

て以下事項が含まれている。 

 福岡方式による新規衛生埋立処分場の詳細設計 

 現処分場閉鎖のF/S 

 福岡方式による現処分場の閉鎖及び浸出水処理池の設置に係る詳細設計 

 バハルダール市の廃棄物サービス改善に係るキャパシティ・ニーズ・アセスメ

ント及びキャパシティ・デベロップメント・プログラムの策定 

 バハルダール市廃棄物管理戦略の策定及び同戦略の実施ガイドライン／スタン

ダードの策定 

 OJT/Off-site-trainingの実施（福岡での実施を含む） 

 世界銀行 

 約8年前から世銀による都市インフラ整備プロジェクトが実施されており、最初の5年
間（第1フェーズ）は既に終了しており、現在は第2フェーズにある。第2フェーズには衛

生埋立処分場建設も含まれ、世銀が最大50％、残りを市が負担する予定。UN-Habitatの支

援はソフト支援であり、建設費は含まれていない。 

 同プロジェクトでは、年に1回ほどの評価が行われ、その評価ポイントにより支払額が

決まるという。廃棄物管理（市の美観等）は重要な評価項目とのことである。 
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3 協力ニーズ 
調査対象都市であるアジスアベバ、ハワサ及びバハルダールのそれぞれについて、ご

み問題の観点から協力ニーズを整理した。 

a. アジスアベバ 

経済発展に伴う 
ごみ問題 

対応策 協力ニーズとその度合い 

小 
←
 

経
済
発
展
／
都
市
化
の
度
合
い 

→
 

大 

ごみの散乱・集

積による生活

環境の悪化 

ごみ収集、街路

清掃、等 

零細収集業者（MSEs）を活用したごみ収集、大口

排出者向けサービスへの民間参入などが体系的に

為されている。 

協力ニーズ：低 

不適切なごみ

処分による環

境悪化 

オープンダン

プからコント

ロール処分へ

の移行、不法投

棄の撲滅、衛生

埋立処分、等 

フランス開発庁支援による衛生埋立処分場

（Sandafa）が建設されている。若干の技術的問題

と政治的問題があるが、解決に向けた努力が為さ

れている。 

協力ニーズ：低 

現処分場（Rappi）の適正閉鎖が必要であるが、既

にフランス開発庁の支援メニューに盛り込まれて

いる。 

協力ニーズ：低 

都市化による

処分場容量の

逼迫 

中間処理及び

リサイクルに

よるごみの減

量化 

資源物の選別やコンポスト化などに取り組み始め

ている。また、発電付焼却施設（WTE）の稼働も

間近である。今後は、それらが稼働する中で明確

な課題も出てくるであろうから、日本の廃棄物管

理を学ぶことはそれら課題に対処するに役立つと

思われる。 

協力ニーズ：中 

廃棄物の多様

化による適正

処理困難物の

増加 

廃棄物の種類

に応じた対応

（廃家電、タイ

ヤ、等） 

現時点では明らかな問題は確認されなかった。た

だ、今後、経済発展に伴い問題が生じるであろう

から、今から日本の廃棄物管理を学ぶことは意義

があろう。 

協力ニーズ：中 

地球環境（温暖

化防止等）対応 

ランドフィル

ガ ス 処 理 、

WTE、等 

近々、衛生埋立処分場及びWTEが稼働するであろ

うから、まずはそれらの状況を注視すべき。 

協力ニーズ：低 
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b. ハワサ 

経済発展に伴う 
ごみ問題 

対応策 協力ニーズとその度合い 

小 
←

 

経
済
発
展
／
都
市
化
の
度
合
い 

→
 

大 

ごみの散乱・集

積による生活

環境の悪化 

ごみ収集、街路

清掃、等 

限られた機材ながら、現在のハワサ市街は清潔に

保たれている。しかしながら、工業団地開発に伴

うごみ量の増大が見込まれるため、収集運搬機材

の整備拡充が必要。他ドナーの目立った支援は確

認されていない。 

協力ニーズ：高 

不適切なごみ

処分による環

境悪化 

オープンダン

プからコント

ロール処分へ

の移行、不法投

棄の撲滅、衛生

埋立処分、等 

現処分場はオープンダンプのため、重機による転

圧や覆土などの技術的改善は必要。また、計量台

を設置し、ごみ量の把握と定量データに基づいた

廃棄物管理の構築が重要。 

協力ニーズ：高 

新規処分場計画があるというが、今後のスケジュ

ールが明確となっていない。また、GIZが支援に

興味ありとの情報もある。 

協力ニーズ：低 

都市化による

処分場容量の

逼迫 

中間処理及び

リサイクルに

よるごみの減

量化 

廃プラリサイクル、コンポスト化などに零細企業

が取り組み、市が支援し始めている。民間ベース

での取組み、かつ、小規模なので、ODAの対象と

しては考えにくい。 

協力ニーズ：低 

廃棄物の多様

化による適正

処理困難物の

増加 

廃棄物の種類

に応じた対応

（廃家電、タイ

ヤ、等） 

今後、工業団地から産業廃棄物が排出されること

も予想されるが、縫製工場などが主体であり、か

つ、適正処理は排出企業の責任でもあるので、

ODAによる直接的支援は不適当と思われる。 

協力ニーズ：低 

地球環境（温暖

化防止等）対応 

ランドフィル

ガ ス 処 理 、

WTE、等 

ランドフィルガスの処理やWTEに取り組むより

も、急増しているごみの収集や適正処理の確立が

優先課題である。 

協力ニーズ：低 
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c. バハルダール 

経済発展に伴う 
ごみ問題 

対応策 協力ニーズとその度合い 

小 
←

 

経
済
発
展
／
都
市
化
の
度
合
い 

→
 

大 

ごみの散乱・集

積による生活

環境の悪化 

ごみ収集、街路

清掃、等 

近年、急激な人口及びごみ量増加に見舞われてお

り、今後もその傾向は続くと予想されている。現

在の収集運搬システムは、これにかろうじて追い

ついている状態なので、機材協力の必要性は高い。

また、計量台が設置されておらず、廃棄物管理の

基本であるごみ量データの精度が低いので、この

改善の必要性も高い。 

協力ニーズ：高 

不適切なごみ

処分による環

境悪化 

オープンダン

プからコント

ロール処分へ

の移行、不法投

棄の撲滅、衛生

埋立処分、等 

UN-Habitatのソフト支援、世銀のハード支援が予

定されていることから、日本による協力の優先度

は低い。 

協力ニーズ：低 

都市化による

処分場容量の

逼迫 

中間処理及び

リサイクルに

よるごみの減

量化 

今後、中継地点とともに資源ごみの選別機や圧縮

梱包機を整備したいということであるが、小規模

であろうし、計画がまだ具体的ではないので、

ODAの対象としては考えにくい。 

協力ニーズ：低 

廃棄物の多様

化による適正

処理困難物の

増加 

廃棄物の種類

に応じた対応

（廃家電、タイ

ヤ、等） 

将来的には、適正困難物の適正処理という問題も

生じてこようが、現時点では緊急性は低い。 

協力ニーズ：低 

地球環境（温暖

化防止等）対応 

ランドフィル

ガ ス 処 理 、

WTE、等 

ランドフィルガスの処理やWTEに取り組むより

も、急増しているごみの収集や適正処理の確立が

優先課題である。 

協力ニーズ：低 
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4 今後の調査に関して 
前章では、調査対象都市それぞれについて、経済発展及び都市化の進展に伴い現れる

廃棄物問題に応じて協力ニーズを整理した。本章では、それら協力ニーズを案件として

形成する視点で検討し、今後必要な確認事項等を整理する。 

4.1 アジスアベバ 
a. 想定される案件 

a.1 本邦研修の継続・拡大 

 アジスアベバ市は独自にあらゆる施策を打ち出し、実施している。これら施策が今後2
～3年で形になってくる予定であり、その時点で分別排出の徹底、リサイクルの効率化、

WTEの安定的運転といった新たな課題が持ち上がってくると思われる。それまでに、関

係機関の職員を本邦研修に招くなどして、それら課題に対して日本が如何に取り組んで

いるかといったことを理解する者を増やすことがAA市の継続的な廃棄物管理の改善に

つながろうし、日本との政府間協力、或いは、日本の民間企業が進出する機会を創出す

ることにつながろう。 

a.2 アフリカ諸国及び地方都市向けの廃棄物管理研修 

 日本に研修生を送る一方、自ら廃棄物管理に取り組んでいるAA市にアフリカ諸国から

研修生を募り、同市の状況を広く理解してもらうことは、他国他市の廃棄物管理改善に

とって有用かつ効率的と思料する。 

 エチオピア水技術機構はJICA支援により、主に井戸の掘削・管理に関する技術普及を

行っているが、2017年からは廃棄物管理コースも開設しており、そのような取り組みを

支援することも一考に値すると思われる。 

b. 今後の確認事項等 

 本邦研修については、既にJICAエチオピア事務所を通じて実施されているので、そ

の継続は問題ないと思われる。 

 水技術研究所での廃棄物管理コースの拡充は、エチオピア政府内での所管といった

制度的な問題、講師の育成やカリキュラムの拡充といった課題にどのように対処す

るかといった検討が必要である。 

4.2 ハワサ、バハルダール 
 双方とも人口30万人ほどの地方都市で、急激な人口及びごみ量の増大が見込まれ、こ

れまでの廃棄物管理システムでは対応が難しくなっているという課題を抱えている。 

a. 想定される案件 

a.1 機材供与 

 収集運搬機材、特に運搬（2次収集）機材を中心に供与し、ごみ収集運搬能力の拡充を

図る。また、現況処分場の改善のための重機の供与も検討するとよい。 

機材の種類及び数量について更なる調査が必要であるが、収集運搬には現地の保守管

理能力及びごみ質などからスキップローダーを中心とした機材が適当かと思われる。ま

た台数は、両市とも10～20台程が想定される。処分場には、汎用性の高いブルドーザー

と掘削機の組み合わせが想定できる。 
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a.2 地方都市廃棄物管理システム構築のモデル化 

 連邦政府レベルで廃棄物管理を所管する都市開発・住宅・建設省は、年間30都市を目

標として廃棄物管理研修を実施している。ハワサとバハルダールでは収集機材と共に計

量施設も整備して定量データに基づく廃棄物管理システムの構築を支援し、これをモデ

ル化して他の地方都市に展開するといった活動を都市開発・住宅・建設省をカウンター

パートとして実施できれば、裨益を全国展開できる効率の良い案件と成り得る。 

b. 今後の確認事項等 

 収集機材を供与する場合に配慮すべきは、ハワサ、バハルダール共に、ごみ収集が

市が直接でなく、MSEsが行っている点であり、無償資金協力の場合、機材の受け取

り手は基本的に官でなければならないことである。両市の職員にこの点を述べたと

ころ、市が所有し、MSEsに貸し出す、MSEsは代金を支払い、将来の機材購入の原資

にするといったことが出来るのではないかというアイデアがあった。いずれにせよ

支援する方向であれば、市とMSEsの関係、機材の維持管理、必要機材の種類及び数

量、新しい廃棄物管理（現在策定中の廃棄物管理計画）実現のための技術支援ニー

ズなどに関し、さらなる調査が必要である。 

 都市開発・住宅・建設省との技術協力に関しては、彼らの体制、地方都市支援施策、

JICAの協力受入の意向などに関し確認する必要がある。意向有りと言うことであれ

ば、協力内容に関して協議を始めるべきと思料する。 
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別添２：面談メモ 
 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2017 年 10 月 30 日 14：50～16：00 

３．場所 Addis Ababa Cleansing Management Agency (AACMA) 

４．参加者 

【AACMA】 
 Massreshaw Assnakew, Core Manager 
 Agernesh Desalen, Recycling & Reuse Center Dept. Staff 
【JICA】 
 Eyassu Guta     エチオピア事務所 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 

配布資料： 
① Maputo Declaration/ACCP 概要  
入手資料：なし 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② AACMA の活動について（Massreshaw） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 

 
１）AACMA の活動 

 Massreshaw：AA のごみ収集は、現在 3 つの方法で行われている。 
① MSE による家庭ごみの House to House 収集。現在 6,500 のオペレーターからなる 500

以上のMSEにより一時収集が実施されているが、これらのMSEを 73の Share Company
に統合する予定。 

② 民間収集業者による General Institution（商業、政府機関等）から排出されるごみの収集。 

現在 26 の民間収集業者が、81 の大型企業などから収集。 
③ 大型 Private Institution が直接 LF に搬入。 

 ごみの運搬に関しては、MSE による一次収集は環境と健康の問題が多いため、改善が必要と

なっている。現在手押し車で運搬されているごみを車両で収集運搬する方式に変更する計画が

今年から進んでいる。今後はごみの運搬は、民営化が進む予定。 
 街路清掃については、現在 5,000 の清掃ワーカーがいるが、これらを今年から順次機械化する

予定。 
 ごみの分別と3Rの推進をする必要がある。なぜなら現在のごみ発生量の60％以上はHousehold
由来のものであるため。 

 ごみの処分に関しては、Rappie 処分場の環境汚染問題等がある。現在建設中の WtE が完成す

れば、1,400 トン/日のごみ量が施設に搬入される予定。 
 森：MSE による一次収集を Mechanize するという計画について、車両購入にかかる予算はど

こからくるか。 
 Massreshaw：20%は MSEs，残り 80％は政府からのローンで賄われる。54 台の車両がすでに購

入されている。将来的には 170 台になる予定。また MSE は自らの財源で車両を購入できる財

力がある。それ以外にも政府は、44 台のごみ収集コンパクターを購入予定。 
 現在 500 以上ある MSE が 73 の Share Company に減少すると、収集効率が上がることによっ

て、一人当たりの収入が、1,000ETB/月から、7,000ETB/月に上がることになる。 
 中継基地については、現在 506 あるが、将来 85 に減少予定。 

以上 
 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2017 年 10 月 30 日 13：30～14：50 

３．場所 AA Solid Waste Recycling and Disposal Project Office (AASWRDPO) 

４．参加者 

【AASWRDPO】 
 Takele Desisa, Acting General Manager 
  Agernesh Desalen, Recycling & Reuse Center Dept. Staff 
【JICA】 
  Eyassu Guta     エチオピア事務所 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 

配布資料： 
① Maputo Declaration/ACCP 概要  
② 調査スケジュール 
入手資料：なし 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② AASWRDPO の活動について（Takele） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 

 
１）AASWRDPO の活動について 

 Takele：AASWRDPO は、主にリサイクル事業と処分場の運営管理・建設等を担うプロジェク

トオフィスである。一方、AACMA は、ごみの収集、運搬、清掃等を担当する Agency である。

SWRDPO には 4 つの部署がある。１）Administration Dept.（主にモニタリングをやる部署）、

２）Recycling & Reuse Center Dept.（1 月に課題別研修に参加予定の Mr. Kassahun がこの部署の

Manager）、３）Transfer Station Dept.、４）Landfill Dept. である。 
 Sandafa 処分場は住民反対が強く、まだ運営が開始されていない。レストランや飲料水施設な

どコミュニティを支援する付帯施設がまだ建設中である。City Administration がスケジュール

を決定するので、いつ開始するかは未定。 
 Rappie 処分場の改善については、UNH と Fukuoka Method を適用することで合意している。本

件は JICA も協力。 
 AA 市内に 500 以上ある MSE を 85 の Union に統合する予定。Integrated Collection Center（コ

ンポスト、バイオガス等の施設を併設したもの）を 4 か所で建設し、資源回収を進める計画が

ある（3 年のプロジェクト）。現在 F/S をやって Conceptual Design を策定中。AA 市の主導であ

るが、PPP でパイロットを進め、その後他地域に普及する予定。 
 森：F/S は、コンサルを雇って実施するのか。 
 Takele：AA 市がコンサルを雇って F/S 及び EIA を実施することになると思う。Construction 
Design に関しては、国際入札で行う予定。F/S の予算は、City Administrative Fund で賄う予定

だが、Construction Dept. がまだ合意していない。 
 

２）JICA に対する要望 
 Takele：現在実施中の Integrated Collection Center の建設計画に関して、コンポスト技術等に対

する支援が必要。 
 森：基本的には AA は標高が高いので、コンポストはアドバンテージのあるオプションではな

いと思われるが、マーケットはあるのか。 
 Takele：コミュニティの分別に対する啓発などソフト面での支援も必要。 



 
 

 Agernesh：技術的な支援に関して、リサイクル施設のクラッシングマシーンなど資源物を減容

化する技術も欠如している。 
 Eyassu： SWRDPO の Mr. Kassahun が 1 月に課題別研修に参加予定であるので、その機会を利

用して北九州のリサイクル施設を視察させて、技術移転の可能性の有無について検討する予

定。 
 

３）その他 
 森：WtE の施設が受け入れるごみ量は、どのくらいか。 
 Takele：1,400 トン/日である。 
 森：WtE 施設のオペレーションには経験と技術が要る。稼働し始めたら、実際のオペレータ

ーは誰になるか。 
 Takele：コントラクターである。AASWRDPO が担当するのは、ごみの WtE プラントへの運搬

と灰の処理のみ。ごみの組成は、64％が有機ごみであるが、収集運搬途中で資源物の抜き取り

が行われているので、プラスチックなどは少なくなる。どのような組成を施設のスペックが要

求するのかまだわからない。 
 森：AA におけるリサイクル市場は成熟しているか。 
 Takele：AA には、PET ボトルなどのリサイクル産業が郊外にいくつかある。一次収集や二次

収集において、資源物の抜き取りが行われている。例えば、PET ボトルに関しては、MSE が

リサイクル企業に売る際の売値が 3ETB/kg であるが、さらに 2ETB/kg の政府補助があるため、

5ETB/kg の収入となる。それぞれのプラスチックの種類によって細かく値段が分けられてい

る。紙の売値は、1ETB/kg である。 
 

以上 
 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2017 年 10 月 30 日 10：30～11：30 

３．場所 Ministry of Urban Development and Housing (MoUDH) 

４．参加者 

【MoUHD】  
  Getachew Shiteraw, Senior Sanitary Engineer 
【JICA】 
  宗像 淳史   エチオピア事務所 
 Eyassu Guta     エチオピア事務所 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 

配布資料： 
① Maputo Declaration/ACCP 概要  
入手資料：なし 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② MoUDH の役割について（Getachew） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 
 
１）MoUDH の役割 

 Getachew：MoUDH は、国レベルの SWM 分野（Waste Water も含む）の所管官庁である。主な

役割は、国の SWM に関する戦略や計画、法律の策定、戦略や Standard に基づいて都市に対し

トレーニングを提供する。また法執行のモニタリング、評価やフィードバックも行う。  
 森：SWM に特化した National Strategy はあるか。 
 Getachew：ある。後ほど提供する。 
 森：どのようにモニタリング、評価をしているのか。 
 Getachew：モニタリング、評価には指標が設定されており、チェックリストを用いて評価する。

モニタリングの後には、都市に対してフィードバックを行う。都市はさらにこれを都市の計画

に役立てる。国レベルでは、5 か年計画として Growth and Transformation Plan（GTP）を設定

することになっており、現在は 2016 年～の計画期間である GTPⅡが策定されている。これら

の計画に基づいて、Regional レベル、さらには City レベルでのそれぞれの計画が策定される

ことになる。モニタリングは、抽出した 30 都市にて行っている。またモニタリングに関する

トレーニングも Sub-city レベルで行っている。 
 森：実際行っているモニタリングで使用される指標は、国連の SDG 指標に関連したものか。 
 Getachew：ある程度は関連している。 

 
２）SWM に係る課題とニーズ 

 森：SWM に係る課題は何か。 
 Getachew：特に地方において廃棄物問題は深刻である。処分場のオープンダンプによる環境・

健康被害の問題、住民啓発の問題、ファシリティの欠如などがあげられる。 
 森：地方においては、ごみ処理料金はどのように徴収されているか。 
 Getachew：地方によって徴収方法が違っており、従量制（コンテナー毎に徴収）もあれば、ネ

ゴシエーションベースによるものもある。 
 森：国レベルで SWM 分野の PPP を支援するメカニズムはあるか。 
 Getachew：小規模であるが、雇用の創出という観点で、Micro & Small Enterprises（MSEs）を

国がバックアップしている。 



 
 

 森：WtE を支援するような国の政策はあるか。 
 Getachew：Open Dumping を防ぐためのひとつの Alternative として WtE を支援する方針はある。 
 森：Rappie 処分場は、様々な問題を抱えているが、AA が新しい LF サイトを域内で建設する

のは難しいと考える。中央政府はこれに対し何等かの支援をしているか。 
 Getachew；Sandafa の新規処分場建設において、AFD からの支援取り付けをサポートした。 
 森：Sandafa 処分場については、浸出水の問題はあるが、かなりうまくいっていると思う。 
 Getachew：あとは住民に対するコンペンセーションの問題だけである。 
 森：SWM の所管官庁として、他の省庁とはどのように連携しているのか。 
 Getachew：環境省は、主に環境管理にかかる Proclamation を設定する。保健省は、Board Member 
に入っており、Household Waste による健康被害の防止を目指して活動している。また Medical 
Waste も保健省が担当する。 

 森：MoUDH は、Industrial Waste や Construction Waste もカバーするのか。 
 Getachew：基本的に Municipal Solid Waste を所管する。 
 森：AA 市にある TS では、Plastic ごみが多く見受けられるが、それらの資源物は市場がない

のか。 
 Getachew：AA では、リサイクルはまだ十分には進んでおらず、リサイクル率は低い。地方に

おいては、コンポストだけが辛うじて進められている状態である。 
 森：コンポストマーケットはあるのか。 
 Getachew：まだマーケットは成熟していないし、コンポストに対する農家の理解も低いので、

なかなか進んでいない。GEF と一緒に６つのコンポストのプロジェクトを実施してはいる。 
 

２）その他 
 森：今回の調査期間の間に国レベルの調査事項の該当箇所の回答をいただきたい。  
 森：現在本調査の一環として、アフリカ地域における廃棄物管理の現状をとりまとめることに

なっており、そのために現在 Website での Questionnaire の構築を行っている。MoUDH も ACCP
のフォーカルポイントになる予定であるので、Website ができたら、是非協力してもらいたい。 
 

以上 
 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2017 年 11 月 1 日 13：20～14：10 

３．場所 Ethiopian Standard Agency (ESA) 

４．参加者 

【ESA】  
  Endale Mekonnen, Director General 
  Yilma  Director of Standards Development Directorate  
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 副総括 

配布資料： 
① Maputo Declaration/ACCP 概要  
入手資料：なし 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② ESA の役割について（Endale） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 
 
１）ESA の役割 

 Endale：ESA は、環境、食物、農業などあらゆる分野におけるスタンダードの設定とその普及

のための技術トレーニングを提供している。これまで合計 10,000 以上のスタンダードを策定

し、そのうちの 168 が Mandatory Standard である。  
 Air Quality Standard に関しては、US‐EPA と先週協議し、Mega City Partnership の枠組みで将

来協力をする可能性がある。現在南アのヨハネスブルグとエチオピア AA が候補に選ばれてい

るが、最終的にどちらが選ばれるかは未定。AA に決まれば、Emission Standard（特に車の排

ガス規制）作りが開始される。 
 SWM については、大気や水質に関するスタンダードが設定されているが、これらは Mandatory 
Standard ではないため、Implementation についてはメカニズムもなく改善が必要である。特に

廃棄物由来による土壌汚染や地下水汚染が年々深刻になっているため、現在 National Standard 
of SWM を策定中である。完成には、6 か月から 1 年かかると思われるが、来年 7 月までには

完成させたいと考えている。Industrial waste standard も 2017 年内に最終化し、2018 から施行を

開始したい。 
 SW に関する一番の問題は、Household Waste Management である。家庭ごみの分別に関するス

タンダードがない。現在すべてのごみが混合収集されているため、資源物をリサイクルに回す

ための分別に関するスタンダードが必要。 
 森：日本では Household Waste Management の責任は自治体にあるので、分別のスタンダードは

自治体によって違う。自治体は域内にあるファシリティのキャパシティやごみ質を理解してい

るので、彼ら自身でスタンダードを設定する。また産業部門に対しては、2 つの観点での規制

がある。１）ごみが環境破壊をしないようにコントロールする規制、２）リサイクルを推進す

るための規制である。リサイクルを推進するために、日本にはゼロエミッションといわれるご

みの循環システムが推進されている。さらに中央レベルでは、アイテムごとにリサイクリング

ターゲットを設定しており、関連省庁だけでなく、産業部門が協力しあってそれらのターゲッ

トを設定している。 
 長安：ESA は国の機関か、どこかの省庁の傘下にあるのか。 
 Endale：省庁傘下ではなく、国の独立機関である。Director（本人）は、首相から直接アサイ



 
 

ンをうける。 
 

２）JICA への要望 
 Endale：Household Waste Management については、日本やドイツを視察したことがあるが、と

ても先進的で優れている。現在すでに ESA に Technical Committee が設立されており、Working 
Program もできているが、Committee に対する日本のテクニカルサポートがほしい。彼らには

ガイダンスや Hands-on Training が必要。AA はエチオピアの首都であるだけでなく、アフリカ

大陸の首都でもある。もし AA でうまくいけば、これを手本にアフリカ全土に普及することが

できるので、そういった意味でもとても意義がある。 
 森：産業部門については、どのような部門に問題があるか。 
 Endale：特に Textile と Leather Industries である。また Agro-processing Industry も課題が多い。

ハワサで大手の Textile と Leather Industries がメイン企業で、工業団地の開発が進んでいるが、

団地内での廃棄物管理に関するスタンダードがない。 
 Yilma：現在、スタンダードの Implementation に問題がある。スタンダードがあっても Regulation 
は他のセクターが担当するため、施行段階にいくとうまく進まない。これらの Gap を埋める

必要がある。 
以上 

 
 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2017 年 11 月 1 日 9：00～10：00 

３．場所 Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MEFCC) 

４．参加者 

【MEFCC】  
  Mehari Wondimagegls, Director of Development Institution Environmental 
Compliance Monitoring and Regulating 
 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 

配布資料： 
① Maputo Declaration/ACCP 概要  
入手資料：なし 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② MEFCC の役割について（Mehari） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 
 
１）MEFCC の役割 

 Mehari：MEFCC は Climate Resilient Green Economy (CRGE)1に基づく持続可能な発展を目指し、

様々な政策、法律を策定する機関である。SWM に関しては、SWM Proclamation No.513/2007
が策定されている。エチオピアにおいては、SWM に関しては、キャパシティ、技術、啓発と

もに課題が多い。AA では特に都市化に伴って、人口増加も経済発展も急速に進んでおり、SW
に関する問題も深刻化している。 

 SWM Proclamation No.513/2007 においては、各都市が都市ごとの SWM Plan を策定することを

マンデートとしている。これを受けて、国の Growth and Transformation Plan（GTP）において、

150 都市を選出し、SWM にかかるトレーニングを実施するとしている。毎年 30 都市をターゲ

ットにし、5 年で 150 都市をカバーする。これまでにすでに 90 都市のプランができている。

MEFCC はそれらのプランがどこまで実行に移せているかをモニタリングしている。 
 森：MEFCC には、別に Hazardous Waste を取扱う部署があるのか。 
 Mehari：Compliance, Monitoring & Regulating Directorate は、モニタリングを実施するところ。

Hazardous Waste を含む SW は、Urban Solid and Hazardous Waste Monitoring Control Directorate
が担当する。これらの部署は、各 City, Sub-city, Woreda レベルにも出先機関がある。 

 森：ハワサ、バハルダールの SWM の状況はどうなっているか。 
 Mehari：どちらも Sanitary LF はなく Open dumping である。ハワサでは Industrial Park があるの

で SW の処理問題がでてきている。エチオピアの状況を考えると、個人的には高価な Sanitary 
LF 技術は必要ないと思う。減量化を進めていけば、それほど Sanitary にこだわる必要はない。 

 森：Sandafa 処分場のシステムはうまくいっていると思うが。 
 Mehari：Sandafa は住民反対が強いため、現在閉鎖している。Sandafa の管轄は SWRDPO であ

るが、Sandafa は Oromia 州にあるので、MEFCC も中央省庁として EPA と一緒にモニタリング

をやっている。 
 

２）JICA への要望 

                                                   
1 Ethiopia aims to achieve middle-income status by 2025 while developing a green economy. 



 
 

 Mehari：本人は UNIDO のエコシティプロジェクトで 3 年前に北九州を訪問している。日本の

技術をそのまま持ってくるのは高くて無理だが、エチオピアにあった適地技術を移転してもら

いたい。特にプラスチックリサイクル技術などが必要である。 
 AA は SWM においてよい Performance をやっている部分もあるので、ACCP を活用してそれら

の Good Practice をアフリカの他地域に紹介できる。 
 分別は小規模だがやっている。今後それらの経験の普及が大切。例えば JICA が、サブシティ

で PP をやって分別収集を広めるなどの協力ができるとよい。 
 

以上 
 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2017 年 11 月 1 日 10：20～11：00 

３．場所 Ministry of Health (MoH) 

４．参加者 

【MoH】  
  Dagnew Tadesse, Director of Hygiene and Environment Health Dept.  
  Merga xx,  
 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 副総括 

配布資料： 
① Maputo Declaration/ACCP 概要  
入手資料：なし 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② MoH の役割について（Dagnew） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 
 
１）MoH の役割 

 Dagnew：Hygiene and Environment Health Dept.は Hygiene Environmental Program を実施。その中

のコンポーネントに SWM と Liquid Waste Management も含まれる。MEFCC、MoUDH、Ministry 
of Culture など 7 つの Ministry と共に Hygiene Environment Strategy を策定している。MoH は特

にごみの収集運搬、処理によって健康被害が引き起こされていないかどうか監督する役割を担

う。 
 AA だけでなく、ハワサやバハルダールも大都市であるので、SW は大きな問題である。これ

らの都市で調査を行うのであれば、ごみが衛生的に処理されているか、廃棄物によって引き起

こされる Health Risk があるかどうかなどを調べるべき。またどのような種類のハードウェア

ー、ソフトウェアー（適正処理のための住民啓発）、テクノロジーオプションがあるかなどを

調べ、都市の実情に合った適地技術を見つける必要がある。 
 Merga：3 つの都市以外にも、AA の周りの都市は SW 問題が多い。これらの郊外都市ではごみ

が Open Dump されている。不適切な廃棄物処理によるインパクトはどのようなものか、急増

するごみ量に対してどのように減量、リサイクルするかについて技術オプションを提示しても

らいたい。またプラスチックごみや E-Waste に関する問題・被害も大きい。 
 森：AA では廃棄物による健康被害はどのようなものがあるか。 
 Dagnew：Phiss born Disease、呼吸器疾患、肺炎、アレルギー、気管支炎、下痢性疾患、ねずみ

などによる Vector borne disease などがある。 
 森：今年エチオピアでは、コレラブレイクがあったと聞いているが。 
 Dagnew：雨季に浸出水が雨水によって流れだし、地下水汚染が進んでいるため Waste born 
Disease が起こる。Heavy Metal による発がん問題もある。 

 
以上 

 
 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2017 年 11 月 2 日 9：00～9：40 

３．場所 Agence Francaise De Developpement (AFD) 

４．参加者 

【AFD】  
  Shayan Kassim, Project Manager Ethiopia-Sudan-South Sudan 
 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 副総括 

配布資料： 
① Maputo Declaration/ACCP 概要  
入手資料：なし 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② AFD の SWM 分野にかかる協力（Shayan） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 
 
１）AFD の SWM 分野に係る協力 

 Shayan：Urban Development 分野の協力は、AA にフォーカスしている。AFD は、SWM 分野で

はドナーの中では一番早くから協力をしている。AA City が CP で、10 年前から開始。まずニ

ーズを把握するため Technical Study を実施し、AA 市が使用している Rappie 処分場の問題から

着手することになった。プロジェクトは、3 ステップからなる。ステップ１）30ha ある Rappie
処分場のうちの 19 ha をリハビリテーション、２）Rappie の閉鎖と新しいサイトを Sandafa に
選定、３）浸出水処理施設を備えた衛生埋立である Sandafa 処分場を建設。 

 2016 年に Sandafa 処分場が稼働し始めたが、雨季に Technical Issue があり浸出水処理のプロセ

スに問題が起こったため、周辺住民の反対にあい、閉鎖に至った。また計画段階で、周辺住民

にうまく周知がされていなかったこと、Compensation が十分でなかったこと等も問題であっ

た。EIA は実施されたので、プロセスに問題があったというわけではないが、Oromia 州とも

っとうまく調整がとれていればよかった。現在また仕方なく一旦閉鎖した Rappie 処分場を再

開し、AA のごみを運んでいるが、いつ Rappie を完全閉鎖し、Sandafa 処分場を再開するかは、

AA 市と Oromia 州政府の間でまだ合意されていないため未定。 
 Rappie の全面的なリハビリテーションは、完全に閉鎖されないと開始できないため、AA 市に

よってサスペンドされているが、Engineering 部分の計画と Finance はすでに承認されている。

UNH によって Fukuoka Method が提案されている。これが技術的に適切な解決策だとは思わな

いが、どのオプションを採用するかについての決定権は AA にある。現在は、Political Decision
を待っている状態であるが、AFD は Rappie の完全閉鎖と Rehabilitation のためにすでに 10 百

万ユーロの予算をつけている。最適な浸出水処理の方法を見つけるための Technical Study やコ

ンサルフィーは別途 Grant で賄う。 
 森：Rehabilitation 後の土地利用計画はどうなっているか。 
 Shayan：一部が既に WtE で利用されている。公園、Industrial Area など選択肢は在ろうが、現

時点では未定である。 
 森：このプロジェクトの CP はどこか。 
 Shayan：実施機関は SWRDPO で、ハイレベルの管轄機関は AA Administration Office。 
 森：Rappi と Sandafa を含む総合処分プロジェクトの総額はどのくらいか。 



 
 

 Shayan：総額 36 百万ユーロで、そのうち 20 百万ユーロが Sandafa の建設費（処分場へのアク

セスロード整備も含む）、10 百万が Rappie の閉鎖（Loan）、6 百万が Engineering Service と Social 
Action Plan（Grant）である。 

 森：Social Action Plan は何を意味するか。 
 Shayan：ウェストピッカー支援である。Rappie には知られているだけでも 700 人のウェストピ

ッカーがいるが、彼らを閉鎖後に自立させるためのプランである。彼らに対し技術トレーニン

グを行い、将来的に Waste Recycling や Beautification（清掃事業）等のフォーマルな職につけ

るように支援するもの。ただしこれは、タフな課題である。ウェストピッカーは現在有価物の

販売で 500～800ETB/日儲けることができるため、このような支援を受け入れたがらない者も

いる。 
 

２）その他 
 Shayan：JICA の Urban development 分野の協力について把握したいので、コンタクトパーソン

を教えてもらいたい。 
 森：了解。JICA エチオピア事務所にその旨伝える。 
 

以上 
 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2017 年 11 月 2 日 10：00～10：40 

３．場所 Ethio-French Cooperation (EFC) 

４．参加者 

【EFC】  
  Yalemtsega Teruneh, Office Manager 
 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 副総括 

配布資料： 
① Maputo Declaration/ACCP 概要  
入手資料：なし 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② EFC の役割について（Yalemtsega） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 
 
１）EFC の役割 

 Yalemtsega：EFC は 10 年前に設立され、本人は 4 年前から勤務。主な担当分野は SWM と

Transport セクターである。特に Sandafa 処分場までの 9.4 ㎞の道路の整備などを担当した。 
 Rappie 処分場閉鎖プロジェクトの第一フェーズでは、リハビリテーションと閉鎖計画を 
Finland の会社がやった。19ha をリハビリテーションし、跡地の一部は WtE が利用。 

 Sandafa 処分場は供用開始後 7 か月間稼働したが、その後閉鎖になり、Rappie の再開に至った。

AA City Mayor Office は、現在 Fukuoka Method の採用を考えている。3 月に Rappie で Waste Slide
が起こり、100 人以上の死亡事故があったため Rappie の閉鎖は喫緊の課題である。 

 森：LF 以外に何かリサイクルやコンポストなど他の協力をしているか。 
 Yalemtsega：Sandafa Sanitary LF には、Hazardous Waste、Construction Waste 専用の埋立区画が

ある。AA では、2000 トン/日のごみ量が排出されていると言われているが、WtE には 1400 ト

ン/日のごみが必要で、効率よく運転するためには Plastic Waste も混合しなければならないだ

ろう。 
 長安：EFC は AFD との協力の窓口か。どこかの部門に属すのか。 
 Yalemtsega：AA Municipality の中にある AFD との協力の窓口であり、AFD プロジェクトをフ

ォローアップしている。現在は主に Social Action Plan で Rappie のウェストピッカーをトレー

ニングしている。Sub-city が集まり Social Action Plan に関する Steering Committee があり、こ

の Committee がトレーニング関する意思決定機関となっている。ウェストピッカーは、主に金

属加工、裁縫、食品加工、養鶏、コンポストなどに関する技能を約一か月間かけて身につける。

すでに 390 人のウェストピッカーをトレーニングした。トレーニングを終了したウェストピッ

カーには COC と呼ばれる Certificate が出され、180 人に COC が出された。次は二回目のトレ

ーニングが開始される予定である。 
 森：Rappie の Final Closure のデザインはすでに出来ているのか。 
 Yalemtsega：AA 市と AFD の間で Final closure の合意はされており、予算も 10 百万ユーロの

Soft Loan がついている。コンサルタントサービスは、AFD の Grant で行われる予定で、彼ら

が Final Closure をデザインする予定。 
 森：EFC には、何人の職員がいるのか。 



 
 

 Yalemtsega：職員は 2 人のみ。ウェストピッカートレーニングは外部に委託して General Winged 
Polytechnic Collage がやっている。AFD の資金でトレーナーに対する支払いやウェストピッカ

ーへの日当、交通費も賄われる。 
 

以上 
１ 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2017 年 11 月 3 日 10：30～11：30 

３．場所 Ethiopia Electric Power (EEP) 

４．参加者 

【ESA】  
  Bilchaye Abay, Reppie Project Manager    
 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 

配布資料： 
① Maputo Declaration/ACCP 概要  
入手資料：なし 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② WtE プロジェクトについて（Bilchaye） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 
 
１）WtE プロジェクトについて 

 Bilchaye：EEP は Government Company。WtE の建設にかかる総額は、120 百万 USD でエチオ

ピア政府が負担。120 百万 USD にはオペレーションにかかる費用は含まれない。テストオペ

レーションは 18 か月で、Engineering, Procurement and Construction（EPC）のコントラクター

にオペレーションもさせる予定。コントラクトによると、プラントの性能が要件を満たして

いるかを Certify するのは第三者機関でなければならず、モニタリングも第三者によって定期

的に実施されなければならない。 
 AA 市より 1, 400 トン/日量の家庭ごみをこの WtE で引きとる契約を結んでいる。この施設の

目的の一つは、電力発電であり、発電された電力は National Grid につながる。処理後の灰に

関しては、Flyash は Hazardous Waste として Sandafa へ運搬し特別な処理をする。その他の

Bottom Ash は Construction Material などにリサイクルされる予定。 
 森：WtE の性能を認証する機関は、エチオピアにあるのか。 
 Bilchaye：エチオピアにはないので、デンマークのコンサルタントと協議しており、認証機関

としてオーソライズすることになりそうである。 
 森：日本では、コントラクターはオペレーションまで保証する。プラントは自治体によって

建設されるが、コントラクターが自治体にプラントを譲渡する際、彼らがオペレーションま

でサポートしなければならない。契約方法にもよるが、焼却施設は特別なので、通常はコン

トラクターがプラントのスペックが Performance Requirement を満たしているかどうかを保証

しなければならない。 
 Bilchaye：WtE の建設はエチオピアがアフリカで初めてで、コントラクターが建設を行いト

ライアルオペレーション含むオペレーション全体も彼らが実施しなければならないことに

なっている。もしも彼らが Technical Guarantee Parameter を保証できなければ、引き渡しはで

きないことになる。EEP は法律により、建設、オペレーションを監督しなければならないが、

コントラクトによると、プラントは EU の焼却指令 （2000/76/EEC）を満たさなければなら

ないことになっているためチャレンジングである。モニタリングは、4 か月ごとに実施され

る予定で、コントラクターが FEPA にモニタリングに必要な情報を提供しなければならない。 
 森：オペレーションコストは、全て電力売買で賄うのか。 



 
 

 Bilchaye：そうである。施設は 20 年間稼働予定であるが、政府から Subsidy をもらうわけに

はいかないので、自立発展しなければならない。 
 森： WtE では、焼却処分費を徴収するのか。 
 Bilchaye：AA は処分場で Tipping Fee を取っているので、トン当たりの焼却量に対しても同

額の Tipping Fee を徴収したいと提案しているが、AA 市が合意していない。WtE 施設の焼却

ごみの 30％が Bottom ash で、2％が Fly ash として残ることになるが、それらの副産物を処分

場まで運搬するのは AA 市の役割。 
 長安：エチオピアでは WtE に対し、FiT（Feed-in-Tariff）制度なはいのか。 
 Bilchaye：そのような制度はまだない。現在ユーザーへの売電価格は、0.06USD/kwh とかなり

低い水準となっている。将来的には 0.08 とか 0.09USD/kwh にすべきであると考える。 
 森：そもそも WtE 建設の発端は何か。 
 Bilchaye：2011 年頃に最初に WtE の話が持ち上がった。ずっと長年使用されてきた Reppie 処

分場がキャパシティを超え、問題が逼迫したためである。現在すでに 40、50m の高さまでご

みが積まれている。 
 

以上 
 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2017 年 11 月 3 日 13：30～14：30 

３．場所 Ethiopian Water Technology Institute (EWTI) 

４．参加者 

【EWTI】  
  Zewdu Seifu Assefa, Water Technology Education & Training Directorate Director 
  Daniel Diriba, Trainer of Water Technology Education & Training Directorate 
 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 

配布資料： 
① Maputo Declaration/ACCP 概要  
入手資料：なし 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② EWTI の活動について（Zewdu） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 
 
１）EWTI の活動について 

 Zewdu：EWTI のトレーニング施設は、2013 年に JICA の無償によって Waster Sector Professional
育成のために設立された。それまでも JICA 支援のもと、地下水保全関係のトレーニングにつ

いては、15 年間ほど行った。トレーニングは主に 3 つの分野で行っている。１）Research & 
Technical Transfer、２）Laboratory、３）Technology Vocational Education and Training （TVET）
現在 19 種類の TVET がある。2013 年より開始して、すでに 1500 人の技術者を育成。 

 2016 年 6 月から JICA の技術協力が開始されており、主に EWTI のトレーニングオペレーショ

ンにフォーカスしている。 
 森：EWTI は、水分野の機関であるにもかかわらずなぜ廃棄物コースもやっているのか。 
 Zewdu：SWM は課題が多いにも関わらず、この分野でのアカデミックなトレーニングはない。

またごみ問題は、Water と深い関係がある。河川の水質汚染や浸出水からくる地下水汚染など

もごみが由来であるので、EWTI で廃棄物に関するコースを教え始めた。 
 現在廃棄物に関しては、Urban Sanitation and SWM コースがあり、SW サービスプロバイダー

や AACMA を含む自治体職員に対し、研修を行っている。 
 現在エチオピアでは AA 以外には、SWM ファシリティがなく、ごみの多くは河川に投棄され

ている。ごみの収集、運搬にも問題があり、運搬途中でごみが散乱したり汚水が垂れ流された

りしている。AA でも MSE による一次収集には問題あり、収集者の健康被害も起こっている。

TS は通常コミュニティの近くにあるので、周辺の環境悪化や住民の健康被害も出ている。

Disposal に関しても Rappie の浸出水による地下水汚染は深刻で、水質の悪化がモニタリング

で発覚し、いくつかの周辺の地下水源を閉鎖した。また Plastic Waste の問題も深刻であるにも

かかわらず、リサイクル、リユースは行われておらず、リサイクル産業も育っていない。 
 森：SWM コースはいつから開始しているのか。 
 Zewdu：2017 年 3 月が初めてで、第二回目を 9 月に実施した。80 人/年に対し研修を行う。2
週間のコース期間のうち、6 日間が座学でそのほかはフィールドトリップ。フィールドトリッ

プには、Municipal Waste の処理施設、ハワサの Industrial Park の Water Treatment and Disposal 
System 等が含まれる。 

 森：ハワサの Industrial Waste の課題は何か。 



 
 

 Zewdu：Textile と Leather 産業が、特に多くのケミカルを使うので一番の汚染源である。Waste 
Water Treatment Plant は Industrial Park Authority によって一括してコントロールされており、

各々の工場独自の責任でない。Industrial Park から出される全てのごみはまとめて回収されて

いる。 
 森：このコースに対して、ほかのドナーによる支援はあるのか。教材など独自でつくっている

のか。 
 Zewdu：たまたま EWTI の職員が、UNICEFF と World Vison の実施する WASH エリアの研修

（Urban Sanitation and SWM）の Workshop に参加した。ごみによって引き起こされる水質汚染

や水源の悪化をどのように守るかという観点で、コースをやることにした。ModuleはUNICEFF
から提供されたものを独自で改良して使用している。 

 長安：研修のためのコストはどのようにシェアしているのか。 
 Zewdu：参加者の泊まるドミトリーは、JICA が建てた施設の一部であり、無料で提供される。

参加者の所属先が研修先までの交通費と日当を支払う。サイトビジットや移動費などは EWTI
がもつ。EWTI 自体は、Ministry of Water の傘下にあるが、予算は全て Ministry of Finance の

National Budget から直接来る。ただし、所属先が研修生の日当を支払わない場合があり、研修

がスムーズにいかないことがある。 
 森：日当はどのくらいかかるのか。 
 Zewdu：大体 200ETB/日/人で、コースは 2 週間なので、合計でも 100USD くらいである。この

問題が解決すれば、より多くの研修生にコースを提供できるため、現在そのような財源を提供

できる機関を探している。 
 森：EWTI は全コース合わせて何人くらいに研修を行っているのか。 
 Zewdu：2016 年は 890 人に対して研修を行った。今年は 1063 人の予定。 

 
以上 

 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2017 年 11 月 3 日 9：00～10：00 

３．場所 UN-Habitat (UNH) 

４．参加者 

【UNH】  
  Linda Zardo, International Consultant Urban Planning and Environment   
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 

配布資料： 
① Maputo Declaration/ACCP 概要  
入手資料：なし 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② UNH の SWM 分野における協力について（Linda） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 
 
１）UNH の SWM 分野における協力について 

 Linda：UNH は、主に地方政府に対し Resilience Action Plan 作成のための支援を行っている。

その中に SW と Liquid Waste に関するトレーニングも含む。地域的には Sub-city 対象であるの

で、ハワサも含む。バハルダールに関しては、治安と政治的な問題で一旦ストップしていたが、

今週また協力の再開が協議されはじめている。 
 Reppie 処分場のリハビリテーションについては、AA City Administration と福岡方式を採用する

ことで合意がされている。バハルダールとも福岡方式にかかる協力合意がなされている。 
 ハワサの Industrial Park については、様々なドナーが関与しており、各ドナーの役割分担がで

きている。DFID が Urban Planning にかかる資金供与、JICA が都市開発 M/P の策定とそのキャ

パビル、GIZ が Housing Component を担当する。UNH は独立予算があるわけではなくプロジ

ェクトベースで協力を行うので、DFID から活動予算がつけばそれぞれのギャップを埋めるた

めに何か活動を行うことになる。 
 森：AA とバハルダールにおける福岡方式の協力の違いは。 
 Linda：AA の場合は、Land Slide を引き起こすごみの Slope を軽減するためと、地下水汚染を

引き起こす浸出水処理の改善を目的に行う。AFD が Reppie の閉鎖を担当するが、リハビリテ

ーションについては、AA 市が 100,000USD の Minor Contribution をする約束になっているため、

その資金の口座への振込みが行われるのを待っている状態である。この予算で、福岡チームを

招聘しプロジェクトのデザインをやる予定であるが、UNH は財政難であるため、先にこの振

込みを確認するまでは動けない。AA 市が技術サポートをする人材を確保し、実際の建設には

さらに資金が必要となる。ただし来年の雨季が始まる時期（6 月）までにリハビリ工事を終了

しなければならないので、遅くても来月には開始しなければならない。 
 バハルダールに関しては、福岡方式を採用した SWM システム全体の Redesign になり、全く

ゼロから調査を始めることになる。 
 森：福岡方式の協力は何がきっかけで開始するようになったのか。 
 Linda：バハルダールで福岡方式の話を進めている時期に、ちょうど Reppie で Land Slide が起

こったために AA 市が協力を仰いできた。 
 

                     以上 
 

 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2017 年 11 月 9 日 10：30～11：30 

３．場所 RIPPLE (Research Inspired Policy, Practice and Learning) 

４．参加者 

【RIPPLE】 
 Takele Kassa, Research Manager of Ethiopia Catholic Church 
 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 副総括 

配布資料： 
① Maputo Declaration/ACCP 概要  
入手資料：なし 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② RIPPLE の SWM 分野での活動について（Takele） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 

 
１）RIPPLE の SWM 分野での活動 

 Takale：RIPPLE（Research Inspired Policy, Practice and Learning）は、環境保全にかかるリサー

チを主に行う NGO。SWM 分野に関しては、2013 年～2015 年にかけて、USAID の支援で、ハ

ワサにおいて Hawassa University, Hawassa Environmental Bureau, Hawassa City と共に”Hawassa 
Lake Waste Management Project”を実施した。ハワサ湖は本来自然の豊かな場所であったが、周

辺に Leather Factory や Textile Factory が多くそれらの工場排水を垂れ流しにした結果、水質汚

染と生態系の破壊が進んでいた。また観光客も多く、ホテルやレストランの排水や廃棄物によ

る汚染も深刻化していた。これらの背景のもと、湖畔の生態系保全を目的にプロジェクトがス

タートした。 
 最初の 3 年間は、アクションリサーチとしてアセスメントを実施し、川の水質汚染状態、経済

活動が汚染に及ぼす影響、MSW システムなどに特化した調査を行った。その結果を Synthetic 
Report としてまとめた。 

 調査部分については、ハワサ大学に発注して行ったので、詳細については、当時調査に関わっ

ていたハワサ大学の旧学長 Prof. Zirabu か Dr. Mulugeta 教授に聞くとよい。 
 このプロジェクトでは、調査以外に水質や汚染調査のためのラボラトリーも設置し、Waste 
Collectors に対してリサイクルに関するトレーニングも行った。調査終了後は、ラボラトリー

を本来のモニタリング所管部門である Hawassa Environmental Office に譲渡し、継続して水質調

査を任せている。 
 長安：ハワサ市で WACS も実施したのか。 
 Takale：ごみの発生量や Waste Characteristic に関する調査結果は、Baseline survey のファイナル

レポートに記載されており、すでに USAID に提出している（のちほど提供する）。報告書では、

ごみ発生量のプロジェクション、あるべき SWM システムの在り方について提案しているが、

Implementation については、Hawassa 市政府の責任である。  
 そのほか Hawassa Industrial Park が建設されてから、全ての Stakeholders を集めた Hawassa Lake
を守るための活動も行われている。現在 Recreation Area を作ろうとしており、これらのパイロ

ット活動は、湖のある他の都市に普及される意図でモデル的に実施されている。 
 

以上 
 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2017 年 11 月 10 日 8：50～10：00 

３．場所 World Bank 

４．参加者 

【WB】 
 Gulilat Bithone Eshefu, WASH Specialist 
【JICA】 
 Eyassu Guta     エチオピア事務所 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 副総括 

配布資料： 
① Maputo Declaration/ACCP 概要  
入手資料： 
① Synthesis Report on Wastewater Management Practice in Five Secondary Towns of Ethiopia 
② Urban Sanitation Plans in 10 Towns 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② WB の SWM 分野での活動について（Gulilat） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 

 
１）WB の SWM 分野での活動 

 Gulilat：自身は、WASH エリアの専門家。WB は Urban Sanitation と Waste Water Management
に関するプロジェクトを実施している。 

 Urban Sanitation 分野では、ハワサ、バハルダールは対象ではなく、Mekele、Gonder、Adama
等 10 都市が対象となっている。2017 年にこれらの都市で現況調査を行い、調査結果に基づい

て、各都市の Urban Sanitation Improvement Plan を策定した。各都市が課題のプライオリティを

自由に設定するので、その中でどこも固形廃棄物をターゲットとしている。 
 Waste Water Management 分野では、ハワサ、バハルダールを含む 5 都市が対象となっている。

各都市で、サニテーションと Waste Water Management に関する現況調査を実施し、Synthetic 
Report として取りまとめた。その中で、ファイナンスに関するトレーニングを 12 都市を対象

に実施した。その中にはハワサとバハルダールも含まれる。予算は Korean Trust Fund が拠出し

た。Planning の段階では、地方都市の技術サポートを GIZ が行った。特に SWM 分野について

は GIZ が早くから支援をしているので、彼らに話をきくとよい。 
 エチオピアのほとんどの地方都市では SWM システムがうまくいっていない。Open Dump がほ

とんどで、Institutional Setup がなく、機材も技術もない状態である。また財政面についても問

題がある。特に WB は、これまでの調査から地方では Institutional System の整備と人材育成が

課題であるとわかったので、それらにフォーカスした協力を続けている。 
 森：AA については、彼ら自身で SWM をかなりうまくやっているという印象をうけたが。 
 Gulilat：AA の場合は特別。CMA や SWRDPO などの実働部隊があり、システムはしっかりし

ている。ハワサはほかの地方都市に比べてよい。市長の SWM に対する関心も高く、街路清掃

をきちんとやっており、街並みがきれいである。WB レポートでも、ハワサの経験を他都市に

伝えるというのをレコメンデーションしている。バハルダールについてはまだまだ課題が多

い。 
 全体的にみて、SWM について Proclamation はあるが、Implementation がうまくいっていない。

やはり Institutional Setup が問題で、インフラも整備されていない。Finance に関しても、バジ

ェットラインがしっかりしていないので、何にお金が使われたのかわからない。特に地方都市

では SWM 分野にいくら予算が使われたか誰も知らない。Fuel や Salary はランプサムで支払わ



 
 

れており、コストをトラックできない。また SWM に対する Political awareness が低いため、

Implementation がうまくいかない。 
 長安：地方のごみ収集料金システムは、AA のように水道料金に上乗せして徴収しているのか。 
 Gulilat：そのようなシステムは AA のみ。他の地方都市では、MSE が各世帯から 10ETB/月（例

えばハワサ）を直接徴収しているが、それだけでは到底賄えない。 
 森：連邦政府から地方に財政的サポートはないのか。 
 Gulilat：連邦政府から AA に対しては多くの予算がつけられているが、地方に対しては Subsidy
などはない。例えば、Adama 市では Solid & Liquid Waste Management に対する Annual Budget
は１百万 ETB のみで、そこからワーカーの給与や収集車のガソリン代などすべてを賄わなけ

ればいけないため、予算が逼迫している。 
 

以上 
 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2018 年 01 月 18 日 09：30～10：10 

３．場所 Environmental Protection Core Process 

４．参加者 

【EPCP】 
 Desalegn Alemayehu, Coordinator 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 
  Sisay Tesfaye   通訳 

配布資料： 
① Maputo Declaration/ACCP 概要  
入手資料： 
① Municipal Solid Waste characterization and Generation Rate Determination with Future Projections for 

Integrated Solid Waste Management Plan of Hawassa City 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② EPCP の活動について（Desalegn） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 

 
１）EPCP の活動 

 Desalegn：EPCP は Hawassa City Administration の傘下にある。主にハワサ市の環境保全に関す

る条例や規制を策定する部署。廃棄物管理に関しては、ハワサ大学とリサーチを行い、ごみを

資源として扱うことにより環境保全を図るための法整備を行う。 
 ハワサ市の課題としては、特に有機ごみのリサイクルがあげられる。都市廃棄物の 68％が有

機ごみであるがうまく活用しきれていない。EPCP がコンポストに関するトレーニングを行っ

たりしているが、マーケットが開拓しきれていない。ハワサには多くのファーマーがいるし、

市街の緑化等にも活用できる筈だが、コンポスト使用に対するインセンティブの付与がない。 
 森：コンポストの品質を保証するためにはそれらを検査するラボがないといけないが、ハワサ

にラボはあるのか。 
 Desalegn：Soil ラボがハワサ大にあるが、施設やキャパが整っていない。コンポスト品質テス

トラボなどは存在しない。 
 EPCP には現在 15 名のオフィサーがおり、8 つの Sub cities にもオフィサーがいるが、彼らに

対するキャパビルが必要。 
 運搬システムにも課題がある。現在は MSEs がロバやプッシュカートを使用して原始的な方法

で実施されているが機械化が必要。 
 処分場も問題が多い。既存の Diapora 処分場は来年にはキャパがいっぱいになるといわれてお

り、現在新規処分場として 3 サイトが候補になっている。City Land Management & Planning 
Department（Municipality の傘下）が新規処分場のプランとデザインを担当する。EIA はまだ実

施されていない。EPCP は EIA の承認機関。 
 リサイクルに関しては、現在プラスチックリサイクリング施設とコンポスト施設がありそれぞ

れ Cooperative Member が運営している。イタリア NGO の CIFA が PET リサイクルの圧縮機を

提供するなど Cooperative を支援している。圧縮された PET はアジスの業者に３bir/kg で買い

取られ AA に運ばれる。EPCP は Cooperative に対してリサイクルに関するトレーニングを実施

している。 
以上 

 
 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2018 年 01 月 17 日 10：30～11：00 

３．場所 Hawassa University 

４．参加者 

【Hawassa University】 
 Mulugeta Belete, Institute of Technology 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 
 Sisay Tesfaye  通訳 

配布資料： 
① Maputo Declaration/ACCP 概要  
入手資料：なし 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② Hawassa University の廃棄物管理分野の活動について（Mulugeta） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 
 
１）Hawassa University の廃棄物管理分野の活動 

 Mulugeta：自身はハワサ大の Institute of Technology の教授であるが、Water resource management
が専門。USAID の支援でハワサ湖の環境汚染調査を実施した際に、廃棄物も取扱い WACS を

実施した。 
 現在MoUDHCの策定した SWM StandardとUSAIDの支援で実施した２つのベースライン調査

（Baseline Survey on “Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) Of Communities and Institutions on 
Waste Management of Hawassa City and the Lake”と Municipal Solid Waste Characterization and 
Generation Rate Determination with Future Projections for Integrated Solid Waste Management Plan of 
Hawassa City）の結果を統合して SWM Strategy を策定中。ドラフトは既にできており、近日中

に承認される予定。Strategy が間もなく出来上がる段階なので、JICA の支援はタイミング的に

はちょうどよい。 
以上 

 
 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2018 年 01 月 18 日 09：45～10：30 

３．場所 Hawassa Industrial Park 

４．参加者 

【IPDC Operation and Management Office】 
 Mr. Belante Tebikew, HIP O&M Officer 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 
 Sisay Tesfaye  通訳 

配布資料：なし 
入手資料：HIP The 1st Sustainable Textile & Apparel Park in Africa Brochure 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② HIP の廃棄物管理状況について（Belante） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 
 
１）HIP の廃棄物管理状況 

 Belante：HIP は 2017 年 1 月に設立。敷地面積は 300ha。現在 18 のアパレル企業が入居してい

るが、52 工場が入れるキャパがある。Industrial Park Development Corporation（IPDC）は HIP
の運営管理を担う民間企業。HIP 内で排出される廃棄物は、今のところ全て Diaspora LF に隣

接するリサイクル会社（Abakoda）に収集・運搬・処理を委託している。そのうち有機廃棄物

は同 LF 内にあるコンポストプラントで分別され処理されている。 
 今後 HIP 内の増え続けるごみ量に対処するため（将来的には 60,000 人の労働者を雇用予定で

あるが現在は 13,000 人程度）、ごみ組成などの調査を実施し、HIP 内の廃棄物管理プランを策

定する予定。1 月末には調査が終わり、IPDC がハワサ市役所らによるコンサルテーションの

もと計画を最終化する予定。 
 工場で働く労働者の工賃は、1,100bir/month。Liquid Waste に関してはインドの民間会社が Zero 
Liquid Discharge を謳う汚水処理施設を建設している。 

        以上 
 

 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2018 年 01 月 23 日 11：45～12：15 

３．場所 Bahir Dar University 

４．参加者 

【BDU】 
 Dr. Ayalew Wonde, Professor in Department of Biology 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 
 Tsehay Kelemework  通訳 

配布資料：なし 
入手資料：なし 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② Integrated Solid Waste Management Plan に関して（Ayalew） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 
 
１）Integrated Solid Waste Management Plan（ISWMP）の見直し状況 

 Ayalew：ISWMP は 2010 年に策定された BD 市の廃棄物管理 10 年計画である。2020 年からの

次期計画策定のために Urban Development Bureau、BDCA、BDU が共同で見直し作業を行った。

次期計画の TOR もすでに策定されており、今後は、現況と目標のギャップを埋めるための計

画を策定する予定で、2018 年 6 月までには最終版が完成する見込み。 
 見直し作業は、4 つのチームからなっており、Environmental Team の作業に廃棄物、液体廃棄

物、サニテーション、食物、湿地保全などが含まれる。 
 廃棄物管理分野については、まず BD の 9 つのサブシティから Waste generation のデータを収

集した。データは民間業者と SME から収集した。 
 現 ISWMP では、本来収集にごみコンテナーを設置する予定であったが、TS のためのスペー

スが確保できず、Door to door Collection にすることにした。そのために各家庭からは週 1 回収

集する計画をたてたが、実際には月 1 回などの頻度になっているところもあり、問題がでてい

る。 
 次期計画では、1000 世帯ごとに 1 つの TS 設置を提案している。ただし 9 つのサブシティは人

口も面積も違うので、場所によってはコンテナーを使用するところもでてくる。またスクワッ

ター地域はごみ量が多く Housing settlement が問題であるので、システマティックなプランを

策定する必要ある。 
 長安：次期計画の TOR と Evaluation レポートを入手することは可能か。 
 Ayalew：BDCA の担当者の許可があれば、提供可能。 

               以上 
 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2018 年 01 月 23 日 09：45～10：10 

３．場所 Bahir Dar City Administration  

４．参加者 

【BDCA – Infrastructure Development Dept.】 
 Mr. Addisu Begashaw, Civil Engineer 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 
 Tsehay Kelemework  通訳 

配布資料：なし 
入手資料：なし 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② 世銀（WB）実施中のプロジェクト（Addisu） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 
 
１）WB が実施中のプロジェクト 

 Addisu：世銀の BDCA に対するローンは、廃棄物分野だけではなく市のインフラ整備（道路、

街灯、緑化、排水溝、衛生等）全てに対して行われる。計画中の福岡方式の適用を含む新規処

分場建設に関しては、世銀ローンだけではカバーできないため、世銀は 30～50％のみをカバ

ーし、そのほかは市が予算をつける。 
 森：いつから開始しているのか。 
 Addisu：プロジェクトはすでに開始してから 10 年以上たっている。エチオピア政府の Growth 
and Transformation Plan (GTPⅠ)に対応しフェーズ１がすでに終了しており、現在 GTPⅡ（～

2020 年）のフェーズ 2 の段階である。がプログラム GTP１は既に済んだ。 
 予算を分配する際には、世銀の定めるクライテリアをどれだけ達成しているかによって次の予

算が決まる。パフォーマンスがよければより多くの予算が下りる。WB は毎年そのために

Evaluation ミッションを送り、市のパフォーマンスに対し採点を行う。 
        以上 

 
 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2018 年 01 月 24 日 11：40～12：10 

３．場所 
Amhara National Regional State Urban Development, Housing & Construction 
Bureau 

４．参加者 

【State UDHC Bureau】 
 Mr. Sualih Abu 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 
 Tsehay Kelemework  通訳 

配布資料：なし 
入手資料：なし 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨に関する説明（森） 
② BD Structural Plan に関して（Sualih） 
 
森より本調査の趣旨を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 
 
１）BD Structural Plan に関して 

 森：Structural Plan が完成するのはいつか、また JICA 協力の妥当性を審査するために Structural 
Plan が完成（あるいは完成する前のドラフト）をシェアしてもらいたい。 

 Sualih：半年前から BDU が Regional Urban Development Institute の Supervision のもと見直し作

業を行っている。Structural Plan の最終化は、最長 1 年間かかると見込まれる。JICA には最終

化したら提供できるが、途中段階でも情報提供はできる。こちらから関係機関に連絡する。 
 森：特に SWM に関するパート、現状レビュー、Recommendation を含む将来的なプランを入

手したい。 
 Sualih：了解。以降はメールで対応する。 

        以上 
 

 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2018 年 01 月 26 日 14：00～15：00 

３．場所 JICA Ethiopian Office 

４．参加者 

【JICA】 
  松山 剛士   エチオピア事務所次長 
  宗像 淳史   エチオピア事務所 
 Eyassu Guta     エチオピア事務所 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 

配布資料： 
① 調査報告書 
入手資料：なし 
議題（発表者）： 
① エチオピア地方都市における調査結果概要の説明（森） 
 
森より本調査の結果概要を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 
 
１）エチオピア地方都市における調査結果 

 Eyasssu：ハワサの既存の処分場は市の中心地にある。新規処分場に関して何か情報はあるか。 
 森：調査時ハワサ市では Fukuoka 方式の話は全く聞かなかった。既存の処分場は市内の

Community に近い場所にあるが、新規処分場建設予定地は Diaspora と呼ばれる出稼ぎに出て

いるエチオピア人が少し豊になって家を建てているような住宅エリアの近くである。現在の処

分場は公園などに Reclamation する予定とのこと。 
 Eyassu：世銀の支援した Ripple プロジェクトに従事したハワサ大の Mr.Mulgeta から SWM Plan
について何か聞いたか。 

 森：SWM Plan については、現在改定中でコンテンツのシェアはしてもらえなかった。できて

いるところまででもよいので、提供をお願いしたが、上の承認がいるとのこと。 
 Eyassu：Hawassa における GIZ の活動状況は如何か。 
 森：GIZ の支援は初期段階で、まだ SWM セクターでどのような協力ができるか方針が定まっ

ていない。UNH は DFID からの資金支援を待っている状態であるが、新規処分場と Housing
に関して支援を開始したい意向があると聞いている。 

 Eyassu：市担当部署の能力は如何か。一部の担当者のみが対症療法的に業務を行っているよう

で、持続性に欠けると思われる。 
 森：その通りである。ヘッドに仕事が集中しており、長期的なプランに基づいて業務をやって

いる訳ではない。定量データに基づいた廃棄物管理システム構築が必要である。 
 宗像：ハワサについて、HIP で進出企業か Industrial Park Development Cooporation（IPDC）か

ら何か聞いているか。 
 森：IPDC にインタビューを行った。排水についてはインドの企業が支援しているが、SWM
についてはまだ現況調査実施中である。その結果をもって関係者と議論するとのこと。 

 宗像：今回の報告では詳細データ（ごみ量、ごみ質、各種廃棄物管理指標）がない。機材無償

のニーズがあるとこのとだが、現時点の調査結果だけでは判断できない。また機材無償（ウェ

イブリッジと収集車）以外にほかの協力の可能性はあるか。 
 森： JICA の支援は正確なデータに基づいた協力が理想的であるが、状況が喫緊な場合、ウェ

イブリッジをまず無償で入れてごみ量を把握して、データ収集に移行するべきである。正確な

プランを策定するには、まずデータが必要であり、組織的な持続性が担保されるべきであるが、

機材のメインテナンスについても Workshop のキャパシティは低い。ハワサも BD も予想より



 
 

ひどい状態だった。BD の場合は Toyota などの Private Workshop があるが、無償機材を入れる

のであれば、何等かのクライテリアを設定すべき。 
 宗像：AA については、UNH の Mr.Aklilu などが AA もキャパビルが必要といっているが、AA
に対する無償や技協の可能性はあるか。 

 森：AA は機材も TS 建設も独自ですすめている。リサイクルに関しては知識もあり、コンポ

ストについては International Bidding をやっている状態である。AA 市からも特に要望がでなか

った。コンサルタントの見解としては、前回報告のとおり、緊急かつ大規模な支援の必要があ

るとは思えない。廃棄物管理はどのようなレベルにあっても改善の余地はある。しかしながら、

だからと言って協力ニーズがあるとは言えない。 
 Eyassu：AASWRDPO は Community Mobilization（分別の住民啓発？）をはじめたばかりなの

で、調査報告をもって他のドナーとも協議したい。 
 森：今後持ち帰って、本部とも協議した後、なるべく早めに調査報告書を共有したい。 
 松山：今後の方針については、ハワサと BD については、収集車の供与が必要であると言って

いるが、現況がどのように喫緊なのかデータからは見えない。現況に関する深堀や収集車が必

要であるというニーズの正当化が必要。実際に無償の可能性がありそうなので、今後無償詳細

設計調査が必要であるが、そのための素材となるはずなので、調査報告書の中で Justification
が必要。 

 森：具体的データについては、ウェイブリッジがないと実際のごみ量はわからないので、推計

しかない。これだけでも計画は立てられるが、ウェイブリッジデータがあれば理想的である。

機材を供与してから彼らの活動を観察するという方法で支援もできる。 
 宗像：無償を進めるには、ごみ量、ごみ質、リサイクル率などの情報が必要。このようなデー

タがないならないでレポートに注意書きが必要。 
 森：今回は、機材無償案件を中心に協力ニーズの可能性を調査した。コンサルタントとしては、

両市とも協力ニーズの可能性はありと思料する。案件形成に向けて、次のステップに進むとい

うことであれば、次回調査ではごみ量の推計、必要機材の種類及び数量の検討等を実施する。 
 森：MoUDHC の職員は、コンサルタントのアイデアである同省との技術協力による 2 市のモ

デル化及び他市への支援を上司である環境局長に報告するとのことである。機会があれば確認

して頂きたい。また、今回の調査ではハワサ市とバハルダール市の担当者宛にレターを発出し

て頂いた。次回調査があれば、市長宛に発出して頂けると担当者もより動きやすいと思料する。 
 松山：MoUDHC 大臣に「アフリカきれいな街プラットフォーム」を説明する予定なので、そ

の機会にでも確認する。 
以上 

 
 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2018 年 01 月 26 日 10：30～11：30 

３．場所 Ministry of Urban Development, Housing and Construction (MoUDHC) 

４．参加者 

【MoUHD】  
  Getachew Shiteraw, Senior Sanitary Engineer 
 Alemenew Getu, Senior GIS Expert in Sanitation Office 
 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 

配布資料： 
① Maputo Declaration/ACCP 概要  
入手資料： 
① Solid Waste Implementation Manual（ハワサ語） 
議題（発表者）： 
① エチオピアにおける調査結果概要の説明（森） 
 
森より本調査の進捗と調査結果を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 
 
１）エチオピアにおける調査結果概要の説明 

 森：AA はある程度管理能力あり、様々な施策を独自に実施しているので、近々の大規模支援

の必要性は低い。現在コンポストなどは国際入札にかけている状況なので、特定のリサイクル

技術などに関しては技術支援の可能性はありかもしれないが、現時点では、本邦研修を通じて

コミュニケーションの構築を図ることが勧められる。 
 ハワサについては、急激な人口増加とそれに伴うごみ量の増大に対処するために収集運搬の改

善の緊急度が高い。また HIP も建設され域内で排出されるごみ量の急増が見込まれるため、

収集車や処分場管理のための重機など機材供与が適当と考えられる。新規処分場開発は、まだ

不透明なのでこれを支援することは現時点では適当でない。 
 バハルダールも同様な状況、ただし処分場は UN-Habitat が支援するので重複を避けるべき。 
 ハワサ、バハルダールともに機材供与の必要性は高い、ただし計量データに基づいた適正廃棄

物管理が出来ていない状況なので、ウェイブリッジの供与と共に技術支援も必要。しかし、2
市のみに技術支援を行うことは JICA としては非効率と考える。MoUDHC と一緒に取組み、

これら 2 つをモデル都市にするような支援はどうか。 
 Getachew：個人的には賛同する。両市とも City Mayor は廃棄物管理に対して高いプライオリ

ティをつけている。コンポストに関しては UNDP の NAMA プロジェクトが進んでいるので、

JICA はそれ以外のリサイクル技術等で協力してもよい。 
 ２つの市への支援及び省との協働を検討するために、両市の市長及び都市開発住宅省環境局の

局長との議論を進める。局長には説明しておく。 
 BD では特に現在、ごみ排出量などを把握するために調査をやっている。1 年後には最新のも

のができる。ハワサも基礎データ収集は必要である。地方都市では、これらの基礎データがな

く推計によるので、現状と計画にギャップが生じる。 
 森：インタビュー調査によると、ハワサでは 150～200 トン/日の収集量と言っていたが、少し

多い気がする。BD は 100 トン/日と推計されているが、大体のそれくらいではないかと思われ

る。 
 森：UNH は Fukuoka Method の導入をサポートしているが、うまく動いていないよう。 



 
 

 Getachew：BD ではすでにサイトは選定されているが、それ以上進んでいない。2 週間前に再

会しはじめたと聞いている。 
 森：BD でもハワサでも Structural Plan を策定しているが、それは Federal レベルでの MoUDHC
のマンデートなのか。 

 Getachew：Federal レベルでは SWM スタンダードを設定し、各都市に対してモニタリングを

している。また Sanitation Office では年 30 都市を目標に Sanitation に係るトレーニングを実施

している。また、州レベルでも都市を選出してトレーニングを実施している。 
 Structual Plan については、Regional State のマンデートであり、州が主導である。 
 森：そのようなトレーニングをしているなら、JICA が技術的サポート面などでも協力できる。 
 Geta:Sanitation Office では Regional Government から一人か二人の Sanitation Officer を呼んで、

SWM Strategy や Standard にかかるトレーニングを実施している。City に対してもどのように

コミュニティへ啓発を行うかなどトレーニングを行い Integrated Solid Waste Management Plan
の作成支援を行っている。 

 計画では、毎年 30 の Munisipality にトレーニングし、フィールドビジットでフォローアップ

する。今後 5 年間計画で 30 人ｘ5 年＝150 都市に対して実施予定。また Reginonal State も独自

で技術トレーニングをしている。Federal + Regional が City をサポートするというラインが

できている。また各 Municipality は半期と年間報告を MoUDHC に提出することになっている。 
 森：ACCP の方で各国の廃棄物管理基礎情報データを収集している。ウェブサイトによるアン

ケート調査の協力をお願いしたい。 
 Getachew：了解。 
 

以上 
 



 
 

打合せメモ 
１．用件 アフリカ地域廃棄物管理情報収集・確認調査  

２．日時 2018 年 01 月 26 日 9：00～10：00 

３．場所 UN-Habitat (UNH) 

４．参加者 

【UNH】  
  Aklilu, Habitat Programme Manager 
【専門家】 
 森 郁夫     株式会社エックス都市研究所 総括 
 長安 美恵      株式会社エックス都市研究所 

配布資料： 
① Maputo Declaration/ACCP 概要  
入手資料：なし 
議題（発表者）： 
① 本調査の趣旨と現状報告に関する説明（森） 
② UNH の SWM 分野における協力について（Aklilu） 
 
森より本調査の趣旨と現状を説明した後、以下のとおり意見交換を行った。 
 
１）UNH の SWM 分野における協力について 

 Aklilu：UN-Habitat は AA の Reppie 現処分場の改善に Fukuoka を適用することに関して、日本

大使館及び JICA 事務所と情報共有している。同目的のために、日本大使館の Japan 
Supplementary Fund に応募しており、ほぼ最終段階にある。 

 Bahir Dar の Fukuoka 方式採用は、2015 年に MoUDHC 大臣がパイロットとして BD で開始す

るとの意向で始まった。福岡方式の Dr. 松藤が BD を視察した際に、古い処分場サイトの閉鎖

と合わせて、その隣に隣接する新しい処分場をパイプでつないで Leachate コレクションポン

ドも同時に使うことを提案し、BD 市もこの案に飛びついた。これまでエチオピア側の支払い

の遅れで中断していたが、支払もあったのですぐに開始する。AA には処分場の重機などの機

材はあったが BD にはない。同市への UNH の支援は技術支援のみなので、JICA が現処分場の

改善及び新規処分場建設に資金援助をすることを期待する。 
 Hawassa については、DFID の資金で HIP の住宅開発及び廃棄物分野の支援を予定している。

廃棄物に関しては、ハワサの SWM M/P をリバイスし、HIP から出るごみも含めた計画策定を

支援する予定。もし JICA が Fukuoka Team のコンサルティング・フィーを支援してくれるなら、

処分場改善を支援したい。 
 森：M/P を策定する場合、キーパーソンは誰になるか。 
 Aklilu：IPDC が HIP を管轄しているため IPDC が一番権力がある。HIP は Federal Government
のイニシアチブで、その土地も市の土地ではない。Regional と Federal Government 両方との関

係強化が必要。 
 森：こちらとしては、ハワサは収集機材への支援の可能性を考えている。市は新規処分場のサ

イトを既に選定しているが、農地である。既存の処分場はまだ使えるため、それを改善するの

が先であると考える。 
 Akulilu：Fukuoka チームは最初に来てからもう 2 年もたっている。JICA チームと一緒に視察

にいって、処分場の延命化に対する支援をやることができるが、それも資金がいる。 
 JICA 側は AA に関しては協力はしないと判断しているようだが、AA の能力は十分とは言えな

い。市長も技術支援を常に求めており、支援は必要と考える。 
 長安：AA の Reppie 処分場のリハビリテーションについては、前回訪問時、AA 市の 100,000USD
の Minor Contribution を待っている状態であると言っていたが進捗は。 

 Akulilu：AA 市が振り込み先アカウントを間違えたために、またストップしているがきちんと

振り込みが確認されればすぐに始められる状態である。 



 
 

                     以上 
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